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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１． 建 設 業 を 取 り 巻 く 現 状 と 課 題

2

建設業の喫緊の課題
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• 建設業は、社会資本整備の担い手であるとともに、災害時に
は地域の復旧事業等を担うなど、国民生活や社会経済を支
える必要不可欠で重要な存在。

• 建設業が将来にわたり持続的にこのような役割を担っていく
ためには、担い手の確保が重要

⇒しかし現状、少子高齢化が進み、人手不足が顕在化。

• そこで、担い手確保のためには、建設業における「賃金水準
の引上げ」や「週休２日などの働き方改革の推進」に取り組む
ことが必要。

⇒いわゆる新４Ｋ（給与・休暇・希望・かっこいい）の実現

• また、昨今の物価高騰への対応として、原材料費等の価格
上昇を反映した請負代金等の設定が図られるよう、適正な価
格転嫁のための環境整備を促進。



建設業の喫緊の課題

担い手の確保

週休２日などの働き方改革賃金水準の引上げ

適正な請負代金の設定 適正な工期の確保 適切な価格転嫁
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喫緊の重要な課題
図で表すと・・・

担い手確保のためには・・・

上の２つを実現するためには・・・

新４Ｋ（給与・休暇・希望・かっこいい）の実現へ
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令和５年度 建設業取引適正化推進期間ポスター

請負代金や工期設定は
適切ですか？

賃金水準の引上げや、週休２日
の実施、令和６年４月からの時間外
労働規制の適用に対応するために
は、請負代金や工期の設定につい
て適切に契約する必要がある。

⇒「適正な請負代金の設定」や 「工
期の設定」は、「賃金水準引上げ」
や「週休２日等」に不可欠。

⇒ それは「担い手確保」に繋がる。
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（年度）

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については令和２年度（2020年度）まで実績、令和３年度（2021年度）・令和４年度（2022年度）は見込み、令和５年度（2023年度）は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
令和５年度は約70兆円となる見通し（ピーク時から約16％減）。

○ 建設業者数（令和４年度末）は約47万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約21％減。
○ 建設業就業者数（令和４年平均）は479万人で、ピーク時（平成９年平均）から約30％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（H9年平均）

就業者数
ピーク時比
▲30.1%

479万人
（令和４年平均）

475千業者
（令和４年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲21.0%

70.3兆円
（令和５年度見通し）

建設投資
ピーク時比
▲16.2％

許可業者数のピーク
601千業者（H11年度末）

建設投資のピーク
84兆円（H4年度）

就業者数：619万人
許可業者数：531千業者
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 504万人（H22） → 479万人（R4）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 37万人（R4）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  302万人（R4）

○ 建設業就業者は、55歳以上が35.9％、29歳以下が11.7%と高

齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和３年と比較して

55歳以上が1万人増加（29歳以下は2万人減少）。

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）

建設業就業者の現状

(万人）
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（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）
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全産業（５５歳以上）

建設業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業（２９歳以下）

建設業：３割以上が５５歳以上

建設業：２９歳以下は１割
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年齢階層別の建設技能者数

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１(25.7%)を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。

○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めることが必要

出所：総務省「労働力調査」（令和４年平均）をもとに国土交通省で作成

1.9 

13.2 

20.2 

18.9 

24.6 

30.3 

42.9 

41.6 

30.9 

26.5 

51.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳以上
（年齢階層）

（万人）

77.6万人
25.7％

35.3万人
11.7％
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建設産業における働き方の現状

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年度報より国土交通省作成

建設業について、年
間 の 出 勤 日 数 は 全
産業と比べて12日多
い。また、年間の総実
労働時間は全産業と
比べて68時間長い。

出典：国土交通省「適正な工期設定による
働き方改革の推進に関する調査」
（令和５年５月31日公表）
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○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
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○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

11.7% 12.7% 42.2% 18.5% 14.1%
0.9%

25.3% 17.5% 45.7% 6.3%4.5%
0.7%

建設業における平均的な休日の取得状況

9.5% 7.2% 34.2% 23.2% 24.0%
1.9%

公共工事の方が、「4週8休(週休2日)以上」の割合が高い

全体

公共工事
の受注が
ほとんど

民間工事
の受注が
ほとんど

14日

12.8% 11.8% 38.5% 19.1% 16.9%
0.8%

27.9% 14.6% 46.2% 5.7%5.3%
0.4%

8.1% 5.9% 31.1% 25.7% 28.4% 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休(週休2日)以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休

技術者

技術者

技能者

技能者

技能者

技術者

「4週6休程度」が最多 技術者・技能者ともに
４週８休(週休２日)の
確保ができていない場
合が多い。
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●国土交通省が独自に実施した調査にて、各都道府県から提出された回答を基に令和３年度における週休２日達成率について集計

＜定義＞

・対象期間 ：令和３年４月１日から令和４年３月３１日
・４週８休達成件数 ：対象期間内に完了した工事のうち、４週８休以上を達成した工事件数
・令和３年度工事完了件数 ：対象期間内に完了した工事件数（災害緊急復旧工事除く）

■ ７５％以上

■ ３０％以上７５％未満

■ １０％以上３０％未満

■ １０％未満

■ 未集計

令和３年度における週休２日の取組状況（都道府県）

令和３年度週休２日達成率

・週休２日達成率 = ４週８休達成件数

令和３年度工事完了件数

都道府県 達成率 都道府県 達成率 都道府県 達成率
北海道 88.9% 新潟県 42.3% 岡山県 8.7%
青森県 47.4% 富山県 12.4% 広島県 3.4%
岩手県 15.3% 石川県 86.4% 山口県 13.8%
宮城県 13.8% 岐阜県 34.4% 徳島県 4.3%
秋田県 18.3% 静岡県 26.9% 香川県 9.0%
山形県 12.5% 愛知県 9.6% 愛媛県 7.5%
福島県 12.0% 三重県 20.6% 高知県 6.4%
茨城県 7.9% 福井県 76.5% 福岡県 11.5%
栃木県 28.5% 滋賀県 71.4% 佐賀県 28.0%
群馬県 4.9% 京都府 18.6% 長崎県 45.7%
埼玉県 16.5% 大阪府 57.4% 熊本県 40.9%
千葉県 27.7% 兵庫県 45.7% 大分県 72.0%
東京都 未集計 奈良県 72.1% 宮崎県 48.0%
神奈川県 34.7% 和歌山県 5.8% 鹿児島県 38.9%
山梨県 29.4% 鳥取県 8.0% 沖縄県 21.3%

長野県 62.1% 島根県 45.3% 全国平均 30.7%
（全国平均は単純平均にて算出）10
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公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和２年以降は令和２年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について

○全国全職種の伸び率は９年ぶりに５％以上となり、単価の平均値は１１年連続の上昇

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 H24比

全職種 +15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% → +2.8% → +3.3% → +2.5% → +1.2% → +2.5% → +5.2% +65.5%

主要12職種 +15.3% → +6.9% → +3.1% → +6.7% → +2.6% → +2.8% → +3.7% → +2.3% → +1.0% → +3.0% → +5.0% +65.5%

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

１１年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施
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全産業

出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」より国土交通省作成

建設業

総合工事業 職別工事業 設備工事業

（産業分類のイメージ）

主として注文又は自己建設によって建設工事を
施工する事業所が分類される
（ただし、主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設
工事の企画、調査、測量、設計、監督等を行う事業所は含まれない）

（定義）

建設業

職別工事業 主として下請として工事現場において建築物又
は土木施設などの工事目的物の一部を構成する
ための建設工事を行う事業所が分類される
（ただし、設備工事を行う事業所は設備業に分類される）

建設業（職別工事業）の一日当たりの賃金の推移
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平成

２３年

平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和

５年

職別工事業 建設業 全産業

※所定内給与および特別に支払われた給与の和を所定労働時間８時間あたりに換算
※ボーナスを含み、超過勤務手当を含まない

建設業（職別工事業）：年平均4.4％の上昇（直近５年）
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賃金上昇を実現する環境整備

安定的・持続的な公共投資の確保等 適正な予定価格の設定等 ダンピング対策の更なる徹底

建設企業が将来の見通しをもちながら、
技能労働者等の安定的な雇用等を図る
ため、公共投資の安定的・持続的な見
通しの確保、施工時期の平準化が必要

《特に強化すべき取組》

安定的・持続的な公共投資の確保

計画的な発注や中長期的な公共工
事の発注の見通しの作成・公表

技能者の処遇改善に資する施工時期
の平準化推進（年間を通じた工事量の
安定）

工事の円滑な施工確保や賃金引き上げ
の原資となる労務費の適正確保を図る
ため、適正な予定価格の設定に向けた
取組の更なる強化が必要

《特に強化すべき取組》

最新の設計労務単価の早期適用
等を含む労務費の最新の実勢価格
反映

資材単価について最新の実勢価格
を適切に予定価格に反映すること

施工条件の適切な明示と必要とな
る経費の計上

設計変更・契約変更等の適切な実施

賃金等の労働条件の悪化を防止し、工
事の品質確保や、担い手の育成・確保
に必要な適正利潤の確保を図るため、
ダンピング対策の更なる強化が必要

《特に強化すべき取組》

低入札価格調査制度等の適切な活
用の徹底によるダンピング受注の
排除

調査基準価格等の水準の見直し

調査基準価格を下回る受注におけ

る履行確保措置の徹底
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賃上げに関する岸田内閣総理大臣の発言

今年の春闘について、連合は５パーセント程度の賃上げを求めています。是非、インフレ率を超える賃上げの
実現をお願いしたいと思います。政府としても、最低賃金の引上げ、公的セクターで働く労働者や政府調達に参
加する企業の労働者の賃金について、インフレ率を超える賃上げが確保されることを目指します。

物価高が進み、賃上げが喫緊の課題となっている今こそ、正面から、果断に、この
積年の大問題に挑み、「構造的な賃上げ」の実現を目指します。

まず、官民が連携して、現下の物価上昇に見合う賃上げの実現に取り組みます。
出典：官邸HP

また、斉藤国土交通大臣におかれては、本日、報告のあった、公共工事設計
労務単価５．２パーセントの引上げが、現場に着実に届けられ、公共事業に
参画する企業で働く方々の賃上げにしっかりつながるよう万全の対応を進めてく
ださい。

出典：官邸HP

第７回 物価・賃金・生活総合対策本部（令和５年２月２４日）（抄）

岸田内閣総理大臣年頭記者会見（令和５年１月４日）（抄）

第二百十回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説（令和４年１０月３日）（抄）

新しい資本主義に向けた取組を加速し、物価上昇率プラス数パーセントの賃上げを継続的に実現するための
政策・・・を進め、デフレからの脱却を確実なものとしてまいります。

岸田内閣総理大臣記者会見（令和５年９月１３日）（抄）
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出典：官邸HP

斉藤国土交通大臣と建設業団体の意見交換会（R5.9.19）

開催概要
日 時：令和５年9月19日 13:00～14:00
出席団体：日本建設業連合会、全国建設業協会、

全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会
テーマ：令和６年度概算要求、建設業の賃金引上げ、働き方改革等の推進に向けた取組 等

公共工事予算の執行が順調であること、不調不落も減少傾向にあることなど
から、十分な施工余力があることについて再確認。

前回の意見交換会で申し合わせた賃金引上げや
工期の適正化については、国土交通省においても、
各団体においても、様々な取組が進んでいること
を確認。

【前回（令和５年３月）の申し合わせ】

本年は技能労働者の賃金が概ね５％上昇することを目指して、
全ての関係者が可能な取組を進めること

建設業の働き方改革に向けて、全ての関係者が週休２日（４週
８閉所等）の確保などにより工期の適正化に取り組むこと

意見交換会の様子
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

建設業 103.7 79.7 66.7 71.4 96.9 88.0

産業計 88.4 91.6 92.0 92.2 90.9 100.1

＜取組目標（～Ｒ６年度）＞

厚生労働省「雇用動向調査」を基に国土交通省で算出

〇 平成26年度に「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」を策定し、官民一体となって女性の活躍推進し、女性技術者・技能者数
は堅調に増加。 （女性技術者：1.1万人（H26） →2.2万人（R1） 女性技能者：9.8万人（H26）→13.4万人（R1） ）

〇 更なる女性定着を図るため、令和2年1月に「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」を策定し、引き続き官民で取組を推進。

①「女性の入職者数に対する離職者数の割合」を前年度比で減少

②「入職者に占める女性の割合」を前年度比で増加

2015 2016 2017 2018 2019 2020

建設業 15.0 21.2 19.4 20.5 19.4 20.5

産業計 52.9 52.9 51.3 54.4 54.8 52.9【建設産業女性定着支援ネットワーク】
＜2022年4月28日現在＞

登録団体：44団体 構成人数：約5,000人
（全国活動 14団体、都道府県活動 30団体（26都府県））

「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」の主なポイント

建設産業における女性の定着促進

＜新計画の３つの柱＞
（１）働きつづけられるための環境整備を進める
〇働きやすい現場の労働環境の整備
（例）現場のトイレや更衣室などの整備

（２）女性に選ばれる建設産業を目指す
〇建設産業の魅力、働きがいの発信などによるイメージ戦略
（例）女性のキャリアパスやロールモデルの情報発信

（３）建設産業で働く女性を応援する取組を全国に根付かせる
〇建設産業女性定着支援ネットワークの活動の充実、全国展開
（例）各地で行う地域ぐるみの活動支援、全国展開

1.1 1.3 1.4 1.8 1.8 2.2 2.3 2.6

8.7 8.6 8.8 9.5 10.4 11.2 12.0 11.0

9.8 9.9 10.2 11.3 12.2
13.4 14.3 13.6

0.0

5.0

10.0

15.0

H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R01年 R02年 R03年

女性技術者 女性技能者

女性技術者・技能者数は堅調に増加
「もっと女性が活躍できる建設業行
動計画」策定

総務省「労働力調査」を基に国交省が作成

52.9% 52.9% 51.3% 54.4% 54.8% 52.9%

37.7%
33.5% 32.5% 35.6% 38.6%

32.3%

15.0%
21.2% 19.4% 20.5% 19.4% 20.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

H27 H28 H29 H30 R01 R02

入職者に占める女性の割合

産業計 製造業 建設業

建設産業 女性定着支援ＷＥＢの開設
（建設産業における女性定着支援の様々な

取組を紹介するポータルサイト）

女性用トイレ（快適トイレ）の活用事例

単位：％

単位：％
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建設分野における外国人材の受入れ状況

（単位：人）➢建設分野に携わる外国人数

出典：特定技能外国人は入管庁調べ、その他は「外国人雇用状況」の届出状況（厚生労働省）
特定技能外国人は年度末時点（2022年は12月末時点)、その他は10月末時点の人数
特定技能外国人の（）内の数は２号特定技能外国人数

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

全産業 682,450 717,504 787,627 907,896 1,083,769 1,278,670 1,460,463 1,658,804 1,724,328 1,727,221 1,822,725

建設業 13,102 15,647 20,560 29,157 41,104 55,168 68,604 93,214 110,898 110,018 116,789

技能実習生 7,054 8,577 12,049 18,883 27,541 36,589 45,990 64,924 76,567 70,488 70,489

特定技能外国人 ― ― ― ― ― ― ― 267 2,116 6,360 12,776(8)

特定技能外国人の受入状況（2022年12月末時点）

単位：人

単位：人

国籍別の状況

区分別の状況

旧区分 とび
建設機械

施工
鉄筋施工 型枠施工 建築大工

内装
仕上げ

左官 配管
コンクリート

圧送
建築板金 表装 土工 保温保冷 屋根ふき 鉄筋継手 電気通信

トンネル
推進工

合計

人数 1,927 1,310 1,263 1,150 536 496(1) 410 315 116(1) 105 80 74 60 47 25 18 ２ 12,776(8)

国名 ベトナム フィリピン インドネシア 中国 カンボジア ミャンマー タイ ネパール その他 合計

人数 8,849(2) 1,293 1,003 701(6) 328 238 136 74 154 12,776(8)

〇 建設分野で活躍する外国人の数は約11万人で、全産業の約6.4％
〇 在留資格別では技能実習生が最多(2022年：約7万人) （ただし、実習制度であり就労制度ではない）
〇 特定技能外国人は、水際措置の緩和や制度の周知に伴い、人数は増加中（18,429人：2023年6月末現在）
〇 2022年4月に、2号特定技能外国人が建設分野において初認定（12人：2023年6月末現在）

区分 土木 建築
ライフライン

・設備

人数 3,182(5) 1,355(1) 305 注：「土木」「建築」「ライフライン・設備」の３つの区分のうち、複数の区分で認定を受けている場合、いずれか１つを選択したうえ集計している。
区分が再編された令和4年8月30日以前に在留資格の変更または更新を行った場合は、旧区分に分類されている。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２． 働 き 方 改 革 の 促 進
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新･担い手３法（品確法と建設業法･入契法の一体的改正）について（令和元年６月成立）

※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～ ＜政府提出法案＞

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～ ＜議員立法※＞

cv

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

働き方改革の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競

争入札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格

への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活用等による

生産性向上

生産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共工事に関する測

量、地質調査その他の調
査及び設計」を、基本理
念及び発注者･受注者の責
務の各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化

のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技士補)

を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請)：一定の要件を

満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を

合理化
・建設業の許可に係る承継に関す

る規定を整備

※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法
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○ 令和元年の公共工事品確法・建設業法・入札契約適正化法一体改正を踏まえ、中央建設業審議会において、「工期に関する基
準」を作成・勧告（令和２年７月）。

○ 直轄工事に加え、地方公共団体発注工事においても、「工期に関する基準」を踏まえ、週休２日の確保等を考慮するとともに、その
場合に必要となる労務費等を請負代金に適切に反映すること等について要請等を実施。

○ 民間工事についても、「工期に関する基準」作成時に、適正な工期が設定されるよう、関係省庁等を通じて働きかけを実施。

工期に関する基準

〇 適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事におい
て適正な工期を確保するための基準。

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
・週休２日の確保

（前略）建設業に携わる全ての人にとって建設業をより魅力的なものとしていくためには、他産業と同じように、建設業の担い手一人ひとりが週
休２日（４週８休）を確保できるようにしていくことが重要である。

（令和２年７月 中央建設業審議会作成・勧告）

公共工事に関する取組 民間工事に関する取組

○ 民間工事における工期設定の状況や週休２日の
確保の状況等について実態調査を実施。また、好事
例集の公表等を通じて、周知・啓発を実施。

○ 直轄工事では週休２日工事、週休２日交代制モデル工事を順次拡大。
国交省直轄工事では令和5年度には原則として全ての工事で発注者指定方
式により週休２日を確保することを目指して取組を順次拡大。

○ 地方公共団体に対し、週休２日の確保を考慮した適正な工期の設
定に努めることや、必要となる労務費や現場管理費等を請負代金に適切
に反映すること等について要請。

○ 週休２日工事を実施している地方公共団体数は着実に増加し、
全ての都道府県・政令市（計67団体）で実施。

適正な工期設定

○ 厚生労働省主催の会議や経団連での講演、民間
発注者に対するモニタリング調査等、様々な機会を通
じて、適正な工期設定や週休２日の確保について
働きかけを実施。
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第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項

(１)背景
(２)建設工事の特徴

（ⅰ）多様な関係者の関与

（ⅱ）一品受注生産

（ⅲ）工期とコストの密接な関係

(３)建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（ⅰ）公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方

（ⅱ）公共工事における考え方

（ⅲ）下請契約

(４)本基準の趣旨

(５)適用範囲

(６)工期設定における受発注者の責務

第１章 総論

（１）準備
（ⅰ）資機材調達・人材確保
（ⅱ）資機材の管理や周辺設備
（ⅲ）その他

（２）施工
（ⅰ）基礎工事 （ⅱ）土工事 （ⅲ）躯体工事
（ⅳ）シールド工事 （ⅴ）設備工事 （ⅵ）機器製作期間・搬入時期
（ⅶ）仕上工事 （ⅷ）前面及び周辺道路条件の影響 （ⅸ）その他

（３）後片付け
（ⅰ）完了検査 （ⅱ）引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間
（ⅲ）原形復旧条件

第３章 工程別に考慮すべき事項

働き方改革に向けた意識改革や事務作業の効率化、工事開始前の事前調整、
施工上の工夫、ICTツールの活用等について、他の工事現場の参考となるもの
を優良事例として整理

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について
(１)著しく短い工期と疑われる場合の対応

駆け込みホットラインの活用

(２)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期等の設定
受発注者間及び元下間において、協議を行い、必要に応じて適切に契約変更

(３)基準の見直し
本基準の運用状況等を踏まえて、見直し等の措置を講ずる

第６章 その他

(１)住宅・不動産分野 (２)鉄道分野 (３)電力分野 (４)ガス分野

第４章 分野別に考慮すべき事項

降雨日・降雪日、河川の出水期における作業制限 等

改正労働基準法に基づく法定外労働時間
建設業の担い手一人ひとりの週休２日（４週８休）の確保

(１)自然要因：

(２)休日・法定外労働時間：

年末年始、夏季休暇、ＧＷ、農業用水等の落水時期 等(３)イベント：

鉄道近接・航空制限などの立地に係る制約
スクールゾーンにおける搬入出時間の制限 等(４)制約条件：

設計段階における受注者（建設業者）の工期設定への関与、
分離発注 等(５)契約方式：

工事施工前に実施する計画に関する地元説明会 等(６)関係者との調整：

新技術や特許工法を指定する場合、その許可がおりるまでに
要する時間 等(７)行政への申請 ：

労働安全衛生法等の関係法令の遵守、
安全確保のための十分な工期の設定 等(８)労働・安全衛生：

当初契約時の工期での施工が困難な場合、工期の延長等を含め、
適切に契約条件の変更等について受発注者間で協議・合意(９)工期変更：

施工時期や施工時間、施工方法等の制限 等(１０)その他：

本基準は、適正な工期の設定や見積りをするにあたり、発注者 及び 受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体
であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である。

工期に関する基準 （令和２年７月 中央建設業審議会 作成・勧告） 概要
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「工期に関する基準」における時間外労働上限規制に関連する規定（抜粋）

第１章 総論
（３）建設工事の請負契約及び工期に関する基準の考え方

（ⅰ）公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方

受発注者間及び元下間においては、これら法令等の規定を遵守し、双方対等な立場に立って、工期を定める期間を通じ
て、十分な協議や質問回答の機会、調整時間を設け、・・・適正な工期設定を行うとともに、本基準を踏まえた適正な工期設
定を含む契約内容について十分に理解・合意したうえで工事請負契約を締結するのが基本原則である。

（６）工期設定における受発注者の責務
＜工期設定における発注者の果たすべき責務＞

・発注者は、受注者の長時間労働の是正や建設業の担い手一人ひとりの週休２日の確保など、建設業への時間外労働の
上限規制の適用に向けた環境整備に対し協力する。

＜工期設定において受注者の果たすべき責務＞

・受注者は、建設工事に従事する者が長時間労働や週休２日の確保が難しいような工事を行うことを前提とする、著しく短い
工期となることのないよう、受発注者間及び元下間で、適正な工期で請負契約を締結する。

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
（２）休日・法定外労働時間

建設業をより魅力的な産業とするため、また、令和６年４月より改正労働基準法の時間外労働の罰則付き上限規制が建
設業にも適用されることも踏まえ、建設業の働き方改革を推進する必要がある。

・法定外労働時間

労働基準法における法定労働時間は、１日につき８時間、１週間につき40時間であること、また改正法施行の令和６年４月
に適用される時間外労働の上限規制は、臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回るこ
との出来ない上限であることに考慮する必要がある。

・週休２日の確保

建設業に 携わる全ての人にとって建設業をより魅力的なものとしていくためには、他産業と同じように、建設業の担い手

一人ひとりが週休２日（４週８休）を確保できるようにしていくことが重要である。 22

上限規制

労
働
基
準
法
違
反

改正建設業法第１９条の５の規定の主旨（建設業就業者の長時間労働の是正）を踏まえた

適切な運用を確保するためには、「著しく短い工期」の判断に際しては、単に定量的な

期間の短さに着目するのではなく、「工期短縮が長時間労働などの不適正な状態を生じ

させているか」に着目することが必要。

このため、「通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間」とは、単に定量的に

短い期間を指すのではなく、 「建設工事の工期に関する基準」（令和２年７月２０

日、中央建設業審議会 勧告） 等に照らして不適正に短く設定された期間をいう。

通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間

建設工事の工期は、施工環境・施工技術・労働者数等の様々な要素の影響を受けるが、

時間外労働時間との関係において、その他の要素を一定とすると、右の図のように短い

工期と長時間労働には相関関係がある。

特に、令和６年４月からは、建設業についても、時間外労働時間の上限規制の適用を受

けるため、当該上限規制以上の時間外労働は、労働基準法違反となる。

短い工期と長時間労働の関係

【工期と長時間労働の関係】

時間外労働時間

工
期

長

長

短

短 時間外労働時間

工
期

【工期と長時間労働の関係】
（令和６年４月～）

長

長

• 建設業法第１９条の５では、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比し

て著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」ことを規定。

• この規定が設けられた主旨は、建設業就業者の長時間労働を是正することにあり、そのためには、適正な工期設定を

行う必要があることから、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする建設工事の請負契約を禁

止するもの。

著しく短い工期の禁止 （建設業法第１９条の５） ①
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第196回国会（常会）で成立した「働き方改革関連法」による改正労働基準法に基づき、令和６年４月１日から、建設業者に関しても、

災害時の復旧・復興事業を除き、時間外労働時間の罰則付き上限規制の一般則が適用される。このことを踏まえ、当該上限規制を上回る

違法な時間外労働時間を前提として設定される工期は、例え、発注者と受注者との間で合意されている場合であっても、「著しく短い工

期」と判断される。

時間外労働時間の罰則付き上限規制の適用（令和６年４月１日～）

① 契約締結された工期が、「工期基

準」で示された内容を踏まえていな

いために短くなり、それによって、

受注者が違法な長時間労働などの不

適正な状態で当該建設工事を施工す

ることになっていないか。

② 契約締結された工期が、過去の同種

類似工事の工期と比較して短くなる

ことによって、受注者が違法な長時

間労働などの不適正な状態で当該建

設工事を施工することになっていな

いか。

③ 契約締結された工期が、受注者が見

積書で示した工期と比較して短い場

合、それによって、受注者が違法な

長時間労働などの不適正な状態で当

該建設工事を施工することになって

いないか。

著しく短い工期の判断の視点

見積依頼の際に発注者が受注者に示した条件
締結された請負契約の内容
受注者が「著しく短い工期」と認識する考え方
過去の同種類似工事の実績

受注者が発注者に提出した見積りの内容
当該工期を前提として請負契約を締結した事情
当該工期に関する発注者の考え方
賃金台帳 等

著しく短い工期の判断材料

「著しく短い工期」の禁止は、当初の契約締結後、当初の契約どおり工事が進行しなかったり、工事内容に変更が生じた際、工期を変

更するために変更契約を締結する場合についても適用される。

工期の変更時には紛争が生じやすいため、紛争の未然防止を図る観点から、当初の契約の際、公共工事標準請負契約約款第２１条、民

間工事標準請負契約約款（甲）第２９条、または民間工事標準請負契約約款（乙）第１９条（それぞれ「著しく短い工期の禁止」の規

定）を明記しておくことが必要である。

工期の変更が必要となる場合にも適用

著しく短い工期の禁止 （建設業法第１９条の５） ②
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こんな事例は、「著しく短い工期の禁止」に該当する可能性大

元請業者は、受注時に想定不可能な地中障害物の影響で、数か月の工事中止を余儀なくされ、当初
の竣工日での引渡しが困難なことから、施主と工期延伸の協議を行った。
施主は、全体の事業計画の関係から、元請業者に当初の竣工日の厳守を求め、一切、工期の延長は
認めなかった。

元請業者は、数か月の遅れを取り戻すために、突貫工事による残業、休日や深夜の作業を行い、下
請業者の従業員が、時間外労働規制の上限を超える労働時間となった。

事例

発注者（施主）、元請業者は、
「著しく短い工期の禁止」に違反
発注者（施主）、元請業者は、

「著しく短い工期の禁止」に違反

工期等に影響を及ぼす事象（この事例では、地中障害物）に関する情報提供義務は、発注者（施主）
側にある（建設業法20条の２）。下請契約においては、元請業者も同様。

工程遅延等が発生し、当初契約時の工期では施工できない場合には、工期の延長等を含め、受発注

者間で協議して合意したうえで、施工を進める必要がある（工期に関する基準）。

著しく短い工期の禁止（建設業法19条の５）は、当初契約だけでなく、契約変更にも適用。

国土交通大臣等は、著しく短い工期で契約を締結した発注者（施主）に対して、勧告を行うことが

でき、従わない場合は、その旨を公表することができる（建設業法19条の６）。また、建設工事の

注文者が建設業者である場合、国土交通大臣等は勧告（建設業法41条）や指示処分（同法28条本文）

を行うことができる。
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出典：官邸HP

直轄土木工事における週休２日の「質の向上」に向けた施策パッケージ

（これまで）

平成28年度から週休２日モデル工事を実施。令和６年度の労働基準法時
間外労働規制適用に向け、取組件数を順次拡大。【休日の量の確保】

現在のモデル工事は通期で週休２日を目指す内容となっており、
月単位で週休２日を実現できるよう取組の推進が必要。【休日の質の向上】

（これから）

施策パッケージ
① 週休２日を標準とした取組への移行【令和５年度から適用】

共通仕様書、監督・検査等の基準類を、週休２日を標準とした内容に改正

② 工期設定のさらなる適正化【令和５年度から適用】
天候等による作業不能日や猛暑日等を適正に工期に見込めるよう、工期設定指針等を改正

③ 柔軟な休日の設定【令和５年度に一部工事で試行】
出水期前や供用前など閉所型での週休２日が困難となった場合に、工期の一部を
交替制に途中変更できないか検討

④ 経費補正の修正【令和５年度に検討】
月単位での週休２日工事で実際に要した費用を調査し、現行に代わる新たな補正措置を
立案できないか検討（令和５年度は現行の補正係数を継続）

⑤ 他の公共発注者と連携した一斉閉所の取組を拡大【令和５年度から実施】
※併せて、直轄事務所と労働基準監督署との連絡調整の強化 26

週休２日対象工事の実施状況
○ 直轄工事においては、週休2日を確保できるよう、適正な工期設定や経費補正を実施。
○ 令和6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、計画的に週休2日を推進。

週休２日工事の実施状況（直轄）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

公告件数
(取組件数)

824
(165)

3,841
(1,106)

6,091
(2,745)

7,780
(4,450)

7,746
(6,853)

7,492
(7,300)

7,284
(7,257)

実施率 20.0% 28.7% 45.0% 57.1% 88.5% 97.4% 99.6%

※令和5年３月末時点
※令和4年度中に契約した直轄工事を集計（営繕工事、港湾・空港除く）
※令和4年度の取組件数には取組協議中の件数も含む5,595 

750 
726 186 

7,257件
(R4年度)

現場閉所
（発注者指定方式）

現場閉所
（受注者希望方式）

交替制モデル
（発注者指定方式）

交替制モデル
（受注者希望方式）

7,257 
7,300 

6,853 
4,450 

2,745 
1,106 

165 

27 
192 

893 
3,330 

3,346 
2,735 

659 
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R4年度

R3年度

R2年度

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

週休2日実施工事 週休2日対象工事（公告工事）

3,841
実施件数6.7倍

対象件数4.7倍824

6,091
実施件数2.5倍

対象件数1.6倍

7,780
実施件数1.6倍

対象件数1.3倍

実施件数1.5倍
7,746

7,492
実施件数1.1倍

7,284
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「労働基準法」（平成30年６月改正）
罰則：使用者に６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

原則
法定労働時間（１日８時間・１週間40時間まで）

36協定を結んだ場合、法定労働時間を超えて協定で定めた時間まで時間外労働可能

※ 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合には、労基署長
の許可を受ければ、時間外労働可能（労基法３３条）

３６協定
の限度

【時間外労働の上限規制】

原則：①月45時間 かつ ②年360時間（月平均30時間）

例外：臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも
上回ることのできない上限を設定
・年 720時間（＝月平均６０時間）

→年 720時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも上回ることの
出来ない上限を設定
a. ２～６ヶ月の平均でいずれも 80時間以内（休日労働を含む）
b. 単月 100時間未満（休日労働を含む）
c. 原則（月 45時間）を上回る月は年６回を上限

○労働基準法の改正により、時間外労働規制を見直し
○違反した場合、使用者に６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金
○大手企業は平成３１年４月から、中小企業は令和２年４月から適用

⇒建設業は令和６年４月から適用

建設業における時間外労働規制の見直し（働き方改革関連法）

（参考）

建設業においては、
災害の復旧・復興の
事業には、a及びbは
適用されません。
（労基法１３９条）
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罰則付き時間外労働規制に対する国交省の取組

令和６年４月以降、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、国交省直轄工事における
週休２日モデル工事の拡大に加え、地方公共団体、民間発注者、建設業者等への働きかけ等を実施

①週休２日モデル工事の取組件数を順次拡大

②月単位での週休２日確保へ向けた取組の推進

・仕様書等を週休２日を前提とした内容に修正
・工期設定の指針等を見直し
・工期の一部の交代制への途中変更を検討
・新たな経費補正措置の立案を検討
・公共発注者と連携した一斉閉所の取組拡大

幅広い周知の実施

・労基法に対する懸念点等
についてチラシの作成、
周知【厚労省と連携】

・週休２日に向けた取組の
好事例集の作成、周知

幅広い周知の実施

・適正な工期設定について
経済団体本部(経団連等)
での講演等による周知

・地域経済団体(商工会議
所等)へ働きかけ

＜モニタリング調査による周知・注意喚起＞厚労省と連携】

・調査対象：発注者・元請業者

直轄工事

地方公共団体

週休２日の確保を考慮した適正な工期設定や
必要となる費用の予定価格への反映を要請

・各都道府県・市区町村との会議の場において
各地方公共団体に対して直接働きかけ

・市町村議会に対する働きかけ

週休２日の質の向上へ向けた取組推進 民間発注者 建設業団体

直接的な働きかけ

周知・注意喚起 周知・注意喚起

＜会議体や説明会を通じた周知＞【厚労省と連携】
・都道府県労働局主催の協議会※で働きかけ
・労働基準監督署での説明会で働きかけ
※都道府県労働局、建設業団体、発注者団体、地域経済団体、地方整備局、都道府県等で構成される会議体

一般国民 周知活動による働きかけ

【厚労省と連携】
PR動画のWebCMでの放送のほか、
特設サイトや広報ポスターによる周知
【動画掲載先】
■はたらきかたススメ特設サイト

URL：https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
■厚生労働省YouTube

URL（30秒） ：https://www.youtube.com/watch?v=lVzm-abWkZY
URL（３分20秒）：https://www.youtube.com/watch?v=H_7_PLvJuNU

働き方改革推進に係る広報ポスター⇨ 29



○ 朝礼や準備体操、後片付け等は、一日の就業時間に含まれるものであり標準歩掛に適切に反映されるべきもの。
⇒ 適正なデータで標準的な時間を分析する等により、標準歩掛等に反映。

○ 路上工事などで常設の作業帯が現場に設けられない工事では、資材基地からの移動時間を考慮した積算にする
必要。
⇒ 施工の実態調査の結果を基に、今後、移動時間を考慮した積算にするための方法を多角的に検討。

始業
8:00
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昼
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12:00 13:00
終業
17:00

K
Y

活
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作
業
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示

作
業
準
備

■朝礼や準備体操、後片付け等を含めた就業時間（イメージ）

■資材基地からの移動時間を含めた就業時間（イメージ）
始業
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時間外労働規制の適用に向けた工事積算等の適正化

○令和４年度は移動時間の実態を把握するため、大都市圏の路上工事を中心に、施工の実態調査を重点的に実施。
⇒ 令和５年度は、施工の実態調査の結果を基に、移動時間を考慮した積算にするための方法を多角的に検討。

○令和４年度の施工の実態調査において、朝礼や準備体操、後片付け等の実態を把握。
⇒ 適正なデータで分析する等により、標準歩掛等に反映。
⇒ 令和５年度以降も、施工の実態調査の結果を基に、順次、実態を標準歩掛に適切に反映していく予定。

工 事
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国 都道府県 市区町村

施工時期の平準化の必要性

○ 技能者の処遇の改善（特に休日の確保等）
○ 年間を通じた安定的な工事の実施による経営安定化
○ 人材や機材の実働日数の向上や効率的な運用
○ 稼働率の向上による機械保有等の促進

○ 入札不調・不落の抑制など、
安定的な施工の確保

○ 中長期的な公共工事の担い手の確保
○ 発注担当職員等の事務作業の負担軽減

（単位：百万円）

○ 公共工事では、年度内の時期によって工事の繁閑に大きな差が生じるため、人材や機材の効率的な活用等に支障
⇒ 新・担い手３法による改正後の品確法において、発注者の責務として公共工事の施工時期の平準化が規定

改正後の入契法において、公共工事の発注者が施工時期の平準化のための方策を講じることを努力義務化

発注者に期待される効果技能者や受注者（建設業者）に期待される効果

施工時期の平準化の推進

閑散期閑散期
（技能者） 仕事が少ない、収入不安定
（建設業者）人材・機材が過剰

繁忙期繁忙期
（技能者） 休暇取得困難、長時間労働
（建設業者）技術者が不足する懸念

公共工事における工事出来高の状況

出典：国土交通省「建設総合統計」
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余裕期間制度の活用により、例えば、受注者が工事開始日や工期末を選択しやすくなるなど、受注者は人材や資機材の調
整を行いやすくなるため、工事の円滑な施工が見込まれます。

通常、大規模な工事で工期が複数年にわたる場合は、債務負担行為を設定することにより、複数年にわたる契約が締結さ
れますが、工期が１２ヶ月未満の工事でも、債務負担行為を設定することにより、年度をまたいだ契約を行うことが可能
になります。

債務負担行為の活用 （さ）

柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用） （し）

債務負担行為を活用して複数の年度にまたがる契約を行うことにより、年度当初の閑散期（４月～６月）においても工事の
施工が可能になり、施工時期の平準化につながります。

また、ゼロ債務負担行為※を設定することにより、次年度当初から工事に着手でき、出水期までに施工が必要な工事な
どへの対応が可能になります。 ※主に補正予算で、年度内に契約まで済ませるが、支払いはゼロである債務負担行為

年度末に工期末が集中しないよう上半期（特に４～６月）の執行率（契約率）の目標を設定し早期発注を目指します。

発注前年度のうちに設計・積算までを完了させることにより、発注年度当初に積算単価を更新するだけで速やかに発注手
続を行うことができます。

積算の前倒し （せ）

早期執行のための目標設定（執行率等の設定、発注見通しの公表） （そ）

発注の見通しの公表により、受注者が人材や資機材を計画的に準備でき、円滑な施工が見込まれます。

悪天候や用地の関係など、年度内に支出が終わらないやむを得ない事由が発生した場合には、年度末を待つことなく、速や
かに繰越手続を開始することにより、受注者は、年度内の完成を早期に見直すことができ、余裕をもって人材・資機材のや
りくりを行えるようになります。

速やかな繰越手続 （す）

○平準化を進めるに当たっては、以下の㋚～㋞の取組が有効であると考えられます。

㋚ 債務負担行為の活用、㋛ 柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用）、㋜ 速やかな繰越手続
㋝ 積算の前倒し、㋞ 早期執行のための目標設定（執行率等の設定、発注見通しの公表）

施工時期の平準化の促進に向けた取組（さしすせそ）
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都道府県の平準化率の状況

全国平均（都道府県）
令和３年度：0.80

（参考）令和２年度：0.77

地域別の平準化率の区分分布（令和３年度）

平準化率の区分

全国 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

令和３年度 0.62 0.65 0.68 0.60 0.66 0.52 0.55 0.66 0.64 0.62 0.69

令和２年度 0.57 0.64 0.56 0.57 0.58 0.51 0.56 0.62 0.64 0.54 0.64

地域別の平準化率の平均値（指定都市・市区町村）

指定都市・
市・区

（815団体）

※グラフ内の数字は地方公共団体数

町・村
（926団体）

※平準化率の定義：４～６月期の月あたり工事平均稼働件数／年度全体の月あたり工事平均稼働件数
※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出
（１件当たり500万円以上の工事を対象・令和３年度実績）

平準化率 0.8以上

平準化率 0.7～0.8

平準化率 0.6～0.7

平準化率 0.6未満

指定都市・市区町村の平準化率の状況

※地域区分
北海道：北海道
東 北 ：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関 東 ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、 神奈川県、 山梨県、長野県
北 陸 ：新潟県、石川県、富山県
中 部 ：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近 畿 ：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県
中 国 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四 国 ：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九 州 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖 縄 ：沖縄県
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３． 建 設 業 の 適 正 な 取 引 に つ い て

34

建設生産システムにおける「しわ寄せ」等の状況

建 設 業 法 の 制 定 35



建設業法の構成

建設業の許可を要するもの

監督処分

請負契約の適正化

建設業の許可を
要しないもの

技術者制度

500万円未満の建設工事

（建築一式工事については、
1500万円未満又は150㎡未満の
木造住宅工事）

許可制度

紛争の処理経営事項審査

特定建設業許可
（4,500万円以上の

下請契約を結ぶ工事）

一般建設業許可
（特定建設業以外）

国土交通
大臣許可

（2以上の

都道府県
に営業所を

設置）

国土交通
大臣許可

（2以上の

都道府県
に営業所を

設置）

２９業種
（土木工事・建築工事等）

許可の要件

経営業務管理責任者の設置
（許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務
の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置か
なければならない）

営業所専任技術者の設置
（営業所ごとに、技術検定等の試験に合格した技術者
等を置かなければならない）

その他、財産的基礎を有していること 等

主任技術者の設置
（全ての建設工事）

監理技術者の設置
（4,500万円以上の
下請契約を結ぶ工事）

技術者の専任配置
（公共性のある施設若しくは工作物又
は多数の者が利用する施設若しくは
工作物に関する工事を行う場合）

監理技術者資格証の携帯義務及
び監理技術者講習の受講義務あり。

技術者の専任配置
（公共性のある施設若しくは工作物又
は多数の者が利用する施設若しくは
工作物に関する工事を行う場合）

監理技術者資格証の携帯義務及
び監理技術者講習の受講義務あり。

都道府県
知事許可

（1の都道

府県のみ
に営業所を

設置）

都道府県
知事許可

（1の都道

府県のみ
に営業所を

設置）

建設工事の適正
な施工の確保

経営に関する客観的事項の審査
（公共工事の入札に参加しようとする建設業者）

①経営規模
②経営状況
③技術力
④その他

法令遵守の実効性を確保するため不
適格な者に対する処分

（請負契約に関し不誠実な行為・一括下請負 等）

○請負契約の片務性の改善
○下請負人保護の徹底

※ 許可を有さない者に対しても処分可能

公正な請負契約の締結義務
請負契約の書面締結義務 等

①指示処分
②営業停止処分
③許可取消処分
④罰則の適用

①あっせん
②調停
③仲裁

建設工事紛争審査会
（建設工事の請負契約に関する紛争の処理のため、国土交通省
及び都道府県に設置）

36

下請契約締結に至るまでのフロー図

見積依頼業者の選定

見 積 依 頼

現場説明・図面渡

質 疑 応 答

見 積 書 提 出

適正な見積期間

書面による依頼

下請業者の選定に当たっては、必要な建設業許可があること及び予定工期に主任技術者の配置が行えることを確認。

内容が明らかな見積書

対等な立場

着工前に書面契約書 面 契 約

金 額 折 衝

請負契約の適正化

作業に必要な日数の見積

37

下請負人は…（建設業法20条１
項）

自ら負担しなければならない法定
福利費を適正に見積り、標準見積
書の活用等により法定福利費相
当額を内訳明示した見積書を注
文者に提出し、雇用する建設労働
者が社会保険に加入するために必
要な法定福利費を確保すること。

元請負人は…（建設業法１９条
3項）

専門工事業団体等が作成した
標準見積書の活用等による法
定福利費相当額を内訳明示
した見積書を提出するように下
請負人に働きかけ、提出された
見積書を尊重し請負契約を締
結すること。



請負契約の適正化（見積） （１）

適正な元請下請関係の構築のためには、個々の下請契約が各々の対等な立場における合意に基
づいて締結される必要があります。 （建設業法第１８条）

また、工事見積条件を明確にするため、見積依頼は以下の事項が記載された書面で行うことが必
要です。 （建設業法第２０条第４項）

①工事内容 （※）下記参照
②工事着手の時期及び工事完成の時期
③請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支

払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
④工事を施工しない日又は時間帯の定めするときは、その内容
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事

の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の
変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の
算定方法に関する定め

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びそ
の額の算定方法に関する定め

⑦価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に規定す
る価格等をいう。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又
は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金
の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他
の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の
時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に

関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め
をするときは、その内容

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅
延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

※契約書に記載しなければならない重要事項１５項目のうち、請負代金の額を除いた１４項目が必要となります。

※上記の「①工事内容」については、最低限次の８項目を明示することが必要です。

①工事名称
②施工場所
③設計図書（数量等を含む。）
④下請工事の責任施工範囲
⑤下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程

⑥見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
⑦施工環境、施工制約に関する事項
⑧材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分

に関する事項

38

下請工事の予定価格の金額 見積期間

①500万円に満たない工事 中１日以上

②500万円以上5,000万円未満の工事 中１０日以上

③5,000万円以上の工事 中１５日以上

注）予定価格が②③の工事については、やむを得ない事情があるときに限り、見積期間をそれぞれ、５日以内に限り短縮する
ことができます。

建設工事の合理的かつ適正な施工を図るためには、あらかじめ、契約の重要な事項を下請負人に
提示し、下請負人が適切に見積を行うに足りる期間を設けなければなりません。

（建設業法第２０条第４項）
下請負契約内容の提示から下請契約の締結までの間に設けなければならない見積期間について

は、以下のように定められています。 （建設業法施行令第６条）

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結
しなければなりません。 （建設業法第１８条）

したがって、自己の取引上の地位を不当に利用し、通常必要と認められる原価に満たない金額で
請負契約を締結してはいけません。 （建設業法第１９条の３）

下請業者との見積合わせ時には、貴社が行った査定の詳細を説明しましょう。
建設工事の請負代金については、合理的な根拠もないまま金額の交渉を行っている例があるとの指摘がなされています。

合理的な根拠もなく、原価にも満たない安い代金で、下請業者に工事を無理矢理押しつけた場合には、
建設業法第１９条の３に違反することがあります。

自らが行った査定の方法を下請業者にきっちり説明し、両者合意のもとで契約を行いましょう。

国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び
会計令 （昭和二十二年勅令第百六十五号）第七十四条 の規定によ
る期間を前項の見積期間とみなす。（建設業法施行令第6条第2項）

→ 予決令で入札期日の前日から起算して最低10日前に公告する
ことになっているので、その10日間が元請業者の見積期間とな
る。

請負契約の適正化（見積） （２）
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請負契約の適正化（契約書）

請負契約は民法上は口約束でも効力を生じますが、契約内容をあらかじめ書面で明確にすること
により、元請・下請間の紛争を防ぐことを目的としています。

契約に当たっては、契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成し、工事着
手前までに署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。 （建設業法第19条）

建設業法では、次の１５項目を必ず記載することとされています。

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めするときは、その内容
⑤請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支

払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事

の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の
変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の
算定方法に関する定め

⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びそ
の額の算定方法に関する定め

⑧価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に規定す
る価格等をいう。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又

は工事内容の変更
⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金

の負担に関する定め
⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他

の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の

時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に

関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め
をするときは、その内容

⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅
延利息、違約金その他の損害金

⑮契約に関する紛争の解決方法

※さらに、建設リサイクル法対象工事の場合は、次の４項目を加えて記載しなければなりません

①分別解体の方法 ②解体工事に要する費用 ③再資源化するための施設の名称及び所在地 ④再資源化等に要する費用

公共工事・民間工事とも契約内容
を次のいずれかの書面で作成 契約書

基本契約書＋
注文書＋請書

注文書（約款を添付又は印刷）

＋

請書（約款を添付又は印刷）① ② ③
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標準請負契約約款の概要

※ 鎌田・内田他「重要論点実務民法（債権関係）改正」によれば、定型約款の定義は①不特定多数要件と②合理的画一性要件とされているが、建設工事
の請負契約についてはこのいずれにも該当しないことから、定型約款に当たらないものと考えられる。

標準請負契約約款は、請負契約の片務性の是正と契約関係の明確化・適正化のため、当該請負契約に
おける当事者間の具体的な権利義務関係の内容を律するものとして、中央建設業審議会が公正な立場から
作成し、当事者にその実施を勧告するもの。【建設業法第34条第2項】

① 公共工事標準請負契約約款（Ｓ25作成）

対象：国の機関、地方公共団体、政府関係機関が
発注する工事の請負契約
（電力、ガス、鉄道等の民間企業の工事も含む）

② 民間建設工事標準請負契約約款（甲）（Ｓ26作成）

対象：民間の比較的大きな規模の工事を発注する者と
建設業者との請負契約

種 類

③ 民間建設工事標準請負契約約款（乙）（Ｓ26作成）

対象：個人住宅等の民間の比較的小さな規模の工事を
発注する者と建設業者との請負契約

④ 建設工事標準下請契約約款（Ｓ52作成）

対象：公共工事・民間工事を問わず、建設工事の下請
契約全般

建設業法（昭和24年法律第100号）（抄）
（中央建設業審議会の設置等）

第３４条 この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法によりその権限に属させられた事項を処理するため、
国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。

２ 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以
外の諸経費に関する基準並びに建設工事の工期に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
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（円／単位）

Ｈ形鋼 異形棒鋼 厚板

生コンクリート セメント 型枠用合板

ストレートアスファルト 再生アスファルト合材 軽油（ローリー）

主要建設資材の価格推移

○2021年（令和３年）後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰。
○足元では、全国的にセメント・生コンクリートの騰勢が続いており、今後の状況を引き続き注視。

2023.8(9月号反映)

型枠用合板 （円／50枚）
2023年8月 ¥91,750   (-15.0%）

(2022年8月 ¥108,000)

生コンクリート （円／10㎥）
2023年8月 ¥188,500 (+26.1%)
(2022年8月 ¥149,500)

軽油 （円／kl）
2023年8月 ¥127,750 (+11.1%)

(2022年8月 ¥118,000)

異形棒鋼 （円／ｔ）
2023年8月 ¥115,000    (-2.1%)

(2022年8月 ¥117,500)

ストレートアスファルト (円／t)
2023年8月 ¥103,000    (-16.6%)
(2022年8月 ¥123,500)

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 (円／10t)
2023年8月 ¥97,000     (+1.6%)
(2022年8月 ¥95,500)

セメント (円／10t)
2023年8月 ¥159,000 (+33.6%)
(2022年8月 ¥119,000)

厚板 （円／t）
2023年8月 ¥143,000 (-0.7%)
(2022年8月 ¥144,000)

Ｈ 形鋼 （円／ｔ）
2023年8月 ¥122,000 (±0.0%)
(2022年8月 ¥122,000)

価格推移（東京）

出典 ：「建設物価」 （一般財団法人 建設物価調査会）
「積算資料」 （一般財団法人 経済調査会）

※市場の最新単価を把握するため、一般に公共工事の予定価格の積算で使用される「建設物価」と「積算資料」の平均価格を表示 43



建設資材価格に関する適切な価格転嫁に向けた国交省の取組

公共発注者・民間発注者・建設業団体に対し、スライド条項等の適切な設定・運用や必要な契約変更の実

施等を要請 （公共発注者に対しては、資材単価の適時の改定・調査頻度を増やすこと等も併せて要請）

都道府県における資材単価の設定状況等について見える化し、改善を働きかけ

元請下請/受発注者間における請負代金等の契約締結状況についてモニタリング調査を実施

サプライチェーン全体で、建設資材に関する適切な価格転嫁が図られるよう、受注者・発注者（施
主）間を含めた建設工事に関する環境整備を進めることが必要

地方公共団体における①資材単価の設定状況、②スライド条項の設定・運用状況について調査

全国の都道府県主催会議（公契連）において、適正な予定価格の設定・スライド条項の適切な運用等につ

いて市区町村へ直接働きかけ

適切なリスク分担等により価格転嫁が図られるよう、受発注者間で標準約款の適切な活用を働きかけると

ともに、資材価格変動に対応しやすい契約について検討

今後の更なる取組

これまでの取組
直轄工事において、スライド条項の運用等適切な対応を実施するとともに、地方公共団体等に対し、最新の
実勢価格を反映した適正な予定価格の設定やスライド条項の適切な運用等を要請
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公共工事標準請負契約約款（抄）

（受注者の請求による工期の延長）

第２２条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事
由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により､発注者に工期の延長変更を請求すること
ができる。

２ 発注者は、（略）必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期

の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第２６条 発注者又は受注者は､工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準
の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは､相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（略）と変動後残工事

代金額（略）との差額のうち変動前残工事代金額の１,０００分の１5を超える額につき、請負代金額の変

更に応じなければならない。

<全体スライド> 工事請負契約書第25条第1項～第4項(全体ｽﾗｲﾄﾞ条項)運用ﾏﾆｭｱﾙ(暫定版)平成25年9月 国土交通省 大臣官房 技術調査課

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不

適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求すること

ができる。…対象工事費の1％超の額

<単品スライド> 工事請負契約書第25条第5項(単品ｽﾗｲﾄﾞ条項)運用ﾏﾆｭｱﾙ(暫定版)平成20年7月16日 国土交通省 大臣官房 技術調査課

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフ

レーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にか

かわらず、請負代金額の変更を請求することができる。…残工事費の１％超の額

<インフレスライド> 工事請負契約書第25条第6項(ｲﾝﾌﾗｽﾗｲﾄﾞ条項)運用ﾏﾆｭｱﾙ(暫定版)平成26年1月 国土交通省 大臣官房 技術調査課 45

改正 昭和２７年 ２月２２日
昭和２９年 ３月１７日

令和 ４年 ６月２１日
令和 ４年 ９月 ２日

昭和２５年２月２１日
中央建設業審議会決定



民間建設工事標準請負契約約款（甲）（抄）

（工事又は工期の変更等）

第３０条 発注者は、必要があると認めるときは、工事を追加し、又は変更することができる。

（中略）

５ 受注者は、この契約に別段の定めのあるほか、工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、近隣住民との紛争

その他正当な理由があるときは、発注者に対してその理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求すること

ができる。

（請負代金額の変更）

第３１条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる
請負代金額の変更を求めることができる。

（中略）

５ 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金額が明らか

に適当でないと認められるとき。

６ 長期にわたる契約で、法令の制定若しくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、この契約を締結した時から一年を

経過した後の工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。

［注］この約款（甲）は、民間の比較的大きな工事を発注する者（常時工事を発注する者
は、「公共工事標準請負契約約款」（昭和二十五年二月二十一日中央建設業審議会
決定）による）と建設業者との請負契約についての標準約款である。
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平成２２年７月２６日
中央建設業審議会決定

改正 平成２９年７月２５日
令和 元年１２月１３日
令和 ４年 ６月２１日
令和 ４年 ９月 ２日

項目
全体スライド

（第１～４項）

単品スライド

（第５項）

インフレスライド

（第６項）

適用対象工事

工期が12ヶ月を超える工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（比較的大規模な長期工事）

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

条項の趣旨
比較的緩やかな価格水準の変動に対応
する措置

特定の資材価格の急激な変動に対応する
措置

急激な価格水準の変動に対応する措置

請負額変更

の方法

対象

請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残
工事量に対する資材、労務単価等

部分払いを行った出来高部分を除く特定
の資材（鋼材類、燃料油類等）

基準日以降の残工事量に対する資材、労
務単価等

受注者

の負担

残工事費の１．５％ 対象工事費の１．０％

（但し、全体スライド又はインフレスライドと
併用の場合、全体スライド又はインフレス
ライド適用期間における負担はなし）

残工事費の１．０％

（30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建
設業者の経営上最小限度必要な利益まで
損なわないよう定められた「１％」を採用。
単品スライドと同様の考え）

再スライド

可能

（全体スライド又はインフレスライド適用後、
12ヶ月経過後に適用可能）

なし

（部分払いを行った出来高部分を除いた工
期内全ての特定資材が対象のため、再ス
ライドの必要がない）

可能

事例

令和４年５月に河川維持工事（約２．７億
円）で適用し、約１．５百万円増額変更。

（Ｒ３・４安食管内維持工事【千葉県内工
事】）

令和４年１１月にアスファルト舗装工事（約
２．２億円）において、アスファルト類で適
用し、約５．５百万円増額変更。（Ｒ３国道６
号中村南電線共同溝路面復旧工事【茨城
県内工事】）

令和４年８月にトンネル工事（約７７億
円）で適用し、約２１５百万円増額変更
（大野油坂道路川合トンネル川合地区工
事【福井県内工事】）

価格変動が・・・
●通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切

国交省直轄工事におけるスライド条項の取扱いについて
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工事の一括下請負（丸投げ）とは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与を
行わず、下請負人にその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることをいいます。

建設業法では、これを「一括下請負」と呼び、原則として禁止しています。

一括下請負とは
発 注 者

元 請 負 人

一次下請負人

二次下請負人

下請契約

下請契約

一括して人に請け
負わせてはいけま
せん。

（第22条第1項）

一括して人から請け
負ってはいけませ
ん。

（第22条第2項）

下請負間でも
一括下請負は
禁止！

一括下請負は、公共工事については全面禁止！
民間工事についても原則禁止！

●請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括し
て他の業者に請け負わせる場合

●請け負った建設工事の一部分であって、他の 部分から独
立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の
業者に請け負わせる場合であって、請け負わせた側がそ
の下請工事の施工に実質的に関与していると認められな
いもの

が該当します。

●一括下請は、公共工事については、全面禁止されています。 （入札契約適正化法による）

●民間工事は、発注者の書面による事前承諾がある場合を除き、禁止されています。

なお、平成18年の法改正により、一定の民間工事（多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事＝共同住宅）についても
一括下請が全面禁止となりました。

工事の一括下請負（丸投げ） ※特定・一般いずれも不可
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下請代金の適正な支払い（１）

ルール１（現金払）
下請代金の支払は、できる限り現金払いとしなければなりません。
下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

ルール２（前払金）
前払金を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払

うよう配慮しなければなりません。

下請代金の支払等に関する8つのルール

下請代金が適正に支払われなければ下請負人の経営の安定が阻害されるばかりでなく、ひいてはそれが手抜
き工事、労災事故等を誘発し、建設工事の適正な施工の確保が困難になりかねません。

建設業法や建設産業における生産システム合理化指針等では、工事の適正な施工と下請負人の保護を目的と
して、下請代金の支払に関する規定を設けています。

ルール３（有償支給の資材代金の回収時期）
下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理由がある場合を除き、当該資材の代金を下請代金の支払期

日前に下請負人に支払わせてはなりません。

※建設産業における生産システム合理化指針「第４（２）代金支払等の適正化」
※建設業法第24条の３第2項

※建設業法第２４条の３
※建設産業における生産システム合理化指針「第４（２）代金支払等の適正化」

※建設産業における生産システム合理化指針「第４（２）代金支払等の適正化」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「９．早期決済について」

ルール４（検査及び引渡し）
下請工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日から２０日以内に行い、かつ、検査後に下請負人が引渡

しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければなりません。

・建設業法第24条の4
・建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「１．検査期間について」「２．工事目的物の引取りについて」 49



ルール５（下請代金の支払期日）
注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当

する下請代金を1ヵ月以内に支払わなければなりません。

※建設業法第２４条の３
※建設業法令遵守ガイドライン「９．支払留保」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「３．注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払について」

ルール６（特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例）
特定建設業者は、下請負人（特定建設業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除く。）からの引渡し申出日から起算して５０

日以内に下請代金を支払わなければなりません。

※建設業法第２４条の６
※建設業法令遵守ガイドライン「９．支払留保」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「４．特定建設業者の下請代金の支払について」

ルール７（割引困難な手形による支払の禁止）
特定建設業者は、下請代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行ってはいけませ

ん。

※建設業法第２４条の６第３項
※建設業法令遵守ガイドライン「１０．長期手形」
※建設産業における生産システム合理化指針「第４(2)代金支払等の適正化」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「５．交付手形の制限について」

ルール８（赤伝処理）
赤伝処理を行う場合には、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要であるとともに、元請負人は、その内容や差引額の算

定根拠等について見積条件や契約書に明示しなければなりません。

・建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第２０条第３項
・建設業法令遵守ガイドライン「８．赤伝処理」

下請代金の適正な支払い（２）
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「割引困難な手形」等になるおそれのある期間を６０日以内とすることが検討されていることを踏まえ、手形期
間については、１２０日以内で、かつ、できる限り短い期間となるよう留意。
令和８年の約束手形の利用の廃止に向け、現金払い化を促進するよう留意。

手形による下請代金の支払について

２．手形サイトの短縮等に向けた政府の取組

「手形等のサイトの短縮について」（令和４年２月16日 20211206中庁第１号・公取企第131号（通知））
公正取引委員会及び中小企業庁が、概ね令和６年までに、６０日を超えるサイトの約束手形、一括決済
方式及び電子記録債権を、下請法（下請代金支払遅延等防止法）上「割引困難な手形」等に該当するお
それがあるものとして指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しの検討を行うこととしてい
る。

「成長戦略実行計画」（令和３年６月18日閣議決定）
令和８年の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進し、先ずは下請代金の支払に係る約束手形の
支払サイトについて６０日以内への短縮化を推進する旨、閣議決定。

１．手形サイトに関するルール

特定建設業者が注文者となった下請契約（当該下請契約の下請負人が資本金４０００万円未満の一般建設業者であるものに限る。）

に係る下請代金の支払については、一般の金融機関による「割引を受けることが困難であると認められる手
形」を交付してはならない。【建設業法第２４条の６第３項】

特定建設業者が、手形サイトが１２０日を超える手形を交付した場合、上記の「割引を受けることが困難である
手形」と認められる場合があり、その場合には建設業法第２４条の６第３項違反となる。

※ 手形サイト：手形の交付日から支払期日までの期間のこと

留意点
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特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負い、元請となった場合には、下請業者が建設業法、建築基
準法、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に違反しないよう指導に努めなければならないとされています。

（建設業法第２４条の７）
なお、ここでいう下請業者とは、一次下請業者だけでなく、工事に携わる全ての下請業者が対象になります。

①現場での法令遵守指導の実施

元請：特定建設業者の責務

②下請業者の法令違反については、是正指導

③下請業者が是正しないときは、許可行政庁へ通報

指導すべき法令の規定

法 律 名 内 容

建設業法

下請負人の保護に関する規定、技術者の配置に関する規定等本
法のすべての規定が対象とされているが、特に次の項目に注意
すること。
（１）建設業の許可（第3条）
（２）請負契約の書面締結（第19条）
（３）一括下請負の禁止（第22条）
（４）下請代金の支払（第24条の3、第24条の6）
（５）検査及び確認（第24条の4）
（６）主任技術者及び監理技術者の配置等（第26条、第26条の2）

建築基準法
（１）違反建築の施工停止命令等（第9条第1項・第10項）
（２）危害防止の技術基準等（第90条）

宅地造成法
（１）設計者の資格等（第9条）
（２）宅地造成工事の防災措置等（第14条第2項・第3項・第4項）

法 律 名 内 容

労働基準法

（１）強制労働等の禁止（第5条）
（２）中間搾取の排除（第6条）
（３）賃金の支払方法（第24条）
（４）労働者の最低年齢（第56条）
（５）年少者、女性の坑内労働の禁止（第63条、第64条の2）
（６）安全衛生措置命令（第96条の2第2項、第96条の3第1項）

職業安定法
（１）労働者供給事業の禁止（第44条）
（２）暴行等による職業紹介の禁止（第63条第1号、第65条第8

号）

労働安全衛生法 （１）危険・健康障害の防止（第98条第1項）

労働者派遣法 （１）建設労働者の派遣の禁止

元請：特定建設業の責務
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適格請求書等保存方式 （インボイス制度） とは

下請Ｂ 下請Ａ 元請 発注者（消費者）

＋ ＋

申告・納付

支払総額
6,600円

売上 6,000円
消費税③ 600円
仕入れ 4,000円
消費税② 400円

売上 4,000円
消費税② 400円
仕入れ 3,000円
消費税① 300円

売上 3,000円
消費税① 300円取引

消費税

申告・納付 申告・納付

納付税額 100円

納付税額 400円

下請Ｂが免税事業者の場合

R5.10.1～

納付税額Ａ
① 300円

納付税額Ｂ
②-① 100円

負担税額
600円

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

～R5.9.30
仕入控除可

仕入控除不可
×

＝

【参考】簡易課税制度
課税売上高が5,000万円以下の中小事業者については、
売上税額に一定率をかけることで仕入税額の計算が可能。

売上に係る消費税額 みなし仕入率× ※建設業は70％

※  簡易課税制度を利用している事業者は、インボイスの保存が
なくても、みなし仕入率により仕入税額控除が可能であるため、
仕入先が免税事業者であっても影響がない。

※ 一定期間は免税事業者からの仕入であっても、一定割合の控除が可能である。
（Ｒ５．10 ～ Ｒ８．９ ： 80％ 、 Ｒ８．10 ～ Ｒ11.９ ： 50％）

（下請Ａ）

納税免除

＜仕入控除税額の計算のイメージ＞納税免除
（下請Ｂ）

○ 適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税率等を伝えるもの。
○ 売手は買手の求めに応じてインボイスを交付して、その写しを保存する必要がある。一方で、買手は交付されたインボイスを

保存することで、仕入税額控除を受けることができる。
○ インボイスを交付するためには、消費税を納める義務のある事業者（課税事業者）となる必要がある。

仕入控除

納付税額Ｃ
③-② 200円

仕入控除
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• インボイス制度への移行にあたっては、軽減税率の実施から10年間の経過措置を講じている。
• 免税事業者からの課税仕入れについて、経過措置として、インボイス制度の導入後3年間は仕入税額相当

額の80%を、その後の３年間は仕入税額相当額の50%を控除可能。

軽減税率実施

2019年10月

インボイス制度実施

2023年10月 2026年10月 2029年10月

3年
3年

４年

免税事業者からの仕入れにつき
80％控除可能

免税事業者からの仕入れにつき
50％控除可能

区分記載請求書等保存方式

控除不可
免税事業者からの仕入れにつき

全額控除可能

（参考）インボイス制度移行へのスケジュール及び経過措置

（財務省資料）
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免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方 （具体例）

○「請負代金額110万円」で建設工事の請負契約を行った。
○ 工事完了後、インボイス発行事業者でなかったことが請求段階で判明したため、下請負人が

提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、一方的に消費税相当額の一部又は全部を
支払わないことにした。

元請負人

① 請負金額総額
1１0万円

②

総額110万円

工事完了後･･･契約

（インボイス番号なし）

この請求書は、インボイス番号が
ないからAさんは免税事業者
ということか･･･！

インボイス番号なし

③ Ａさんは免税事業者なら、
消費税分は払えないなぁ･･･

その額だと原価割れし
てしまうので、それは
困ります･･･ ！

その額だと原価割れし
てしまうので、それは
困ります･･･ ！

④

➢それ、建設業法違反です！
元請負人（下請契約の注文者）が、自己の取引上の地位を不当に利用して、免税事業者である下請負人に対
して、一方的に消費税相当額の一部又は全部を支払わない（減額する）行為により、請負金額がその工事を施
工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、建設業法第１９条の３の「不当に低い
請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。

よく見ると･･･ 結果･･･

免税事業者下請負人Ａ
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４． 適 正 な 施 工 体 制 と 技 術 者 制 度
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○公共工事・民間工事を問わず、作成の必要があります。

○作成義務があるのは、下請契約の総額が4,500万円※以上
となる特定建設業者である元請業者です。
※ 建築一式工事については7,000万円

○公共工事については、入札契約適正化法の規定により、
下請契約の額にかかわらず、台帳作成が必要です。
また、作成した台帳の写しは、発注者への提出が
義務付けられています。【入契法第15条】

※ 民間工事については、発注者からの請求に基づき、施工体制台帳を
閲覧に供しなければなりません。

○工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、
工事現場ごとに備え付けることが義務付けられています。

→その後は一部抜粋したものを５年間保存（関連：29.帳簿の備付けと保存）

○発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である元請業者は、

その工事を施工するに際して締結した下請契約の総額※が4,５00万円

（建築一式工事については7,000万円）以上になる場合、

施工体制台帳と施工体系図の作成が義務付けられています。（法第24条の7）

※建設工事に該当しない資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含みません。
施工体制台帳

施工体制台帳 と 施工体系図の作成等

施工体系図

元請：特定建設業者が、
4,500万円（建築一式7,000万円）

以上を下請契約を締結するとき

施工体制台帳 建設業法第２４条の７第１項
入札契約適正化法第１５条

施工体制の的確な把握によって、建設工事全体の適正施工に努める必要

○作成義務があるのは、施工体制台帳の作成義務のある
建設業者です。

○各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように作成する
図になります。

○工期中の掲示が義務付けられています。

【公共工事】工事現場の工事関係者が見やすい場所
公衆の見やすい場所

【民間工事】工事関係者が見やすい場所

施工体系図 建設業法第２４条の７第１項

建設業法第２４条の８
入契法第１５条
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施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負契約」における全ての下請負人（無許可
業者を含む。）を指しますので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の対象になります。

建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる下請負人等については、
建設業法上は記載の必要はありませんが、仕様書等により発注者が記載を求めているときには記載が必要
となる場合もあります（例えば、国土交通省発注工事では、警備会社との契約について共通仕様書により記
載を求めています。）。

元請業者A 一次下請業者B 二次下請業者E

二次下請業者F

三次下請業者H

運搬業者

一次下請業者C 二次下請業者G 資材業者

一次下請業者D

資材業者

＝一次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知

＝再下請負していないため、施工体制台帳作成対象工事で
ある旨の通知及び再下請通知書の提出義務なし

警備業者

施工体制台帳の作成範囲

施工体制台帳の構成

Aの専門技術者に関する書面

Aの技術者の雇用関係を
証する書面

Aの技術者の資格を証する
書面

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請D）

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請C）

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請B）

契約書の写し
（発注者 ⇔ 元請）

施工体制台帳

一次下請
B,C,Dに

関する事項

元請A作成分 一次下請B関係

再下請負通知書

二次下請
Eに

関する事項

再下請負通知書

三次下請
Hに

関する事項

契約書の写し
（二次下請E⇔三次下請H）

契約書の写し
（一次下請B⇔二次下請E）

契約書の写し
（一次下請B⇔二次下請F）

再下請負通知書

二次下請
Fに

関する事項

一次下請B作成分 二次下請E作成分 一次下請B作成分

一次下請C関係

契約書の写し
（一次下請C⇔二次下請G）

再下請負通知書

二次下請
Gに

関する事項

一次下請C作成分

①元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類
②再下請負通知の記載事項と添付書類

※ 一次下請業者D、二次下請業者F、二次下請業者G、三次下請業者H については、
再下請負していないため、 再下請負通知書の提出義務なし

施工体制台帳記載の下請負人の範囲

＝二次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知するとともに、施工体制台帳を作成する元請業者

に対し再下請通知書を提出

＝三次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知するとともに、施工体制台帳を作成する元請業者

に対し再下請通知書を提出
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施工体系図のイメージ

建設工事の名称、工期、発注者の商号、名称又は氏名

●作成建設業者の商
号又は名称
●主任技術者又は監
理技術者の氏名
●監理技術者補佐を置
くときはその者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
・
・

●下請負人の商号又
は名称
・

（元請）

（一次下請）

（二次下請） （三次下請）

施工体系図

各下請業者の施工
の分担関係を図示
したフロー図

注１）下請負人に関する表示は、現に施工中
（契約書上の工期中）の者にについて行うこ
とが必要です。したがって、工事の進行に
よって表示すべき下請業者に変更があった
場合は、速やかに施工体系図の表示の変更
をしなければなりません。

注２）「専門技術者」とは、監理技術者又は
主任技術者に加えて置く建設業法第２６条の
２の規定による技術者をいいます。

注３）「特定専門工事」とは、建設業法第26条
の３第2項に規定する専門工事（コンクリート
の打設に用いる型枠・鉄筋）をいう。

施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分か
るようにした図のことです。施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が工事におけ
る施工分担関係を把握することができます。 （建設業法施行規則第14条の６）

施工体系図の掲示

公共工事

現場内の見やすい場所

公衆の見やすい場所

民間工事

現場内の見やすい場所

施工体系図 建設業法施行規則第14条の６

●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
・
・

●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
・
・

※下請負人が建設業者出ない場合 59



施工体系図・標識の掲示におけるデジタルサイネージの活用について
※令和４年１月27日国不建第444号・第447号・第449号国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知

○ 従来、紙などで行われていた工事現場における施工体系図や建設業許可標識の掲示につい
て、一定の要件を満たす場合は、デジタルサイネージによる掲示も可能である旨を明確化。

○ これにより、印刷や防水加工、更新作業に係る事務手間や、掲示場所の確保等の問題を解
消し、工事現場における省力化・効率化を推進。

◆デジタルサイネージでの掲示の際に求める要件◆

・内容を簡明に確認することが可能な画面サイズ、文字サイズ、デザイン等であること
・当該デジタルサイネージで施工体系図や標識を確認することができる旨の表示が付されていること 等

従来：紙やシートによる掲示 デジタルサイネージ※による掲示
も可能である旨を明確化

※タッチパネル・スライ
ドショーいずれも可

※建設リサイクル法の
解体工事業者登録
標識及び浄化槽法
の浄化槽工事業者
登録標識についても
同様に措置。
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技術者制度（工事現場に配置する技術者）

建設工事の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・
経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。 （建設業法第26条）

主任技術者

①１級・２級の国家資格者 ②実務経験者

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請
負代金の額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場
に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなり
ません。
※５００万円未満の工事であっても、建設業者（許可業者）で

あれば、主任技術者の配置が必要です。

ま
た
は

１級の国家資格者 等

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い（元請）、かつ、4,500万円
（建築一式の場合は7,000万円）以上を下請契約を締結して
施工する場合は、主任技術者に代えて、監理技術者を置か
なければなりません。

現場技術者の配置例 発注者

Ａ社＋B社＋C社
≧4,500万円（建築一式7,000万円） 監理技術者
＜4,500万円（建築一式7,000万円） 主任技術者

Ｂ社（許可あり）

主任技術者

Ｅ社（許可なし）

必要なし

Ａ社（許可あり）

主任技術者

Ｄ社（許可あり）

主任技術者

Ｃ社（許可あり）

主任技術者

元 請

一次下請

二次下請

61



・現場代理人は、現場における請負人の任務の代行をする者のことをいい、施工の技術上の管理をつ
かさどる主任技術者や監理技術者とは、概念的には全く別個のもの。

・建設業法では、監理（主任）技術者を置くことを義務付けているが、現場代理人の選任は義務付け
ていない。

・現場代理人を選定した場合には、その権限などについて発注者に通知することを義務付けているに
すぎない。

・現場代理人と監理（主任）技術者との兼任は認められている。

○ 現場代理人の選定等に関する通知（第１９条の２）

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関す
る事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に
通知しなければならない。

■ 建設業法の規定

■ 公共工事標準請負契約約款の規定

○ 現場代理人及び主任技術者等（第１０条）

受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必
要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人
二 （Ａ）主任技術者 （Ｂ）監理技術者 （Ｃ）監理技術者補佐
三 専門技術者

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者）及び専門技術者はこれを兼ねるこ
とができる。

監理（主任）技術者と現場代理人

62

専任の監理・主任技術者が必要な工事

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作
物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が ４，０００万円（建築一式
工事の場合は８，０００万円）以上のものについては、工事の安全かつ適正な施
工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
なお、工事現場ごとに置く専任の技術者の配置は、下請工事であっても必要で
す。（建設業法第２６条第３項）

※「工事現場ごとに専任」とは、

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ
従事していることをいいます。したがって、「営業所の専任技術者」との兼任は、原則、できません。

◆経営業務の管理責任者との
兼任不可

◆営業所の専任技術者との
兼任不可

◆他の工事現場との兼任不可

【注意】
「営業所の専任技術者」は、現場の主任技術者又は監理技
術者になることができないことに注意！!
「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート（工法の検討、

注文者への技術的な説明、見積等）を行うことが職務ですから、所属営業所に常勤してい
ることが原則です。

例外的に、技術者の専任性が求められない工事であって、①当該営業所で契約締結し
た建設工事で、②当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場で、③当
該営業所と常時連絡が取れる状態である場合には、兼務することができます (全ての要
件を満たすことが必要）。

工事現場ごとに置く専任の技術者
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※いわゆる民間工事も含まれます。（個人住宅を除くほとんどの工事が該当）



監理技術者の専任の緩和

○改正建設業法（令和元年６月成立）により、生産性向上を図るため、監理技術者の専任配置要件を合理化し、

監理技術者補佐を工事現場毎に専任で配置した場合、監理技術者の兼務を可能（当面２現場）とした。

（令和２年１０月施行）

○今後、兼務活用現場の実態やICT技術の活用方策等について調査・検証し、安全や品質を確保した上での拡

充のあり方について検討していく。

【従前】 【改正後】

元請A社

監理技術者Ａ
（専任）

下請B社

主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社

監理技術者Ｂ
（専任）

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

・建設工事の請負代金の額が４０００万円（建築一式工
事にあっては８０００万円）以上である場合について
は、監理技術者は現場に専任の者でなければならな
い。

下請B社

主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

元請A社

監理技術者Ａ

監理技術者補佐Ｘ
（専任）

監理技術者補佐Ｙ
（専任）

工事１ 工事２ 工事１ 工事２

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者
を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務を可能と
する（当面２現場）。

・政令で定める者は、主任技術者の要件を有する者のう
ち、技士補の資格を持つ者などとする。

兼務可

（令和２年10月施行）

※ 監理技術者補佐の要件の１つである技士補については、令和３年度の技術検定で初めて付与される資格であるため、実態上監理技術者の兼務が

活用されるのは令和３年度以降（制度上は本年１０月以降監理技術者が監理技術者補佐となることが可能）。
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○注意すべき事項 （従来の工事契約の場合）

A工事

B工事

現場着手までは専任を求めないという規定を活用した場合・・・

専任が必要

専任が必要

専任を要さない期間

現場着手

⇒B工事だけで考えれば、一見、問題がなさそうに見えるが、A工事において「専任」がかかっているため、当該技術者に
ついては、B工事に技術者として配置されたことが確認された時点で「専任義務違反」となる。

A工事

B工事

専任が必要

専任が必要

専任を要さない期間

現場着手

OKになるためには以下のような状況にあることが必要

専任を要さない期間

監理技術者等の配置期間の重複

なお、フレックス工期・余裕工期の場合は着手前は工期と見なさないので技術者の配置は不要 65



監理技術者等の途中交代

○監理技術者等の途中交代

建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている
監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保
を踏まえたうえで、慎重かつ必要最小限とする必要がある。

【想定されるケース】

・監理技術者等の死亡、傷病又は退職等 （出産、育児、介護等含む）

・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長
された場合

・橋梁、ポンプ、ゲート等の工場制作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行す
る時点

・一つの契約工期が多年に及ぶ場合 （工事の規模の大小に係わらない）

⇒ いずれの場合も発注者と元請建設業者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められ
る時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事
の規模、難易度に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継
続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要。
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令和６年度以降の技術検定制度概要（改正概要）R6.4.1施行

学 歴 第１次検定 第２次検定

大 学 ( 指 定 学 科 )

17歳以上
（当該年度末時

点）

卒業後 1年実務

短大、高専(指定学科) 卒業後 2年実務

高等 学校 (指 定学科 ) 卒業後 3年実務

大 学 卒業後 1.5年実務

短期大学、高等専門学校 卒業後 3年実務

高 等 学 校 卒業後 4.5年実務

上 記 以 外 卒業後 8年実務

第１次検定 第２次検定 ※3

17歳以上
（当該年度末時点）

※従前どおり（変更なし）

・１次検定合格後、
実務経験３年

・１級１次検定合格後、
実務経験１年

○１級の受検資格

学 歴 第１次検定 第２次検定

大 学 ( 指 定 学 科 ) 卒業後 3年実務

短大、高専(指定学科) 卒業後 5年実務

高等学校 (指定学科 ) 卒業後 10年実務

大 学 卒業後 4.5年実務

短期大学、高等専門学校 卒業後 7.5年実務

高 等 学 校 卒業後 11.5年実務

2 級 合 格 者 条件なし 2級合格後 5年実務

上 記 以 外 15年実務

（改正後）

（いずれも指導監督的実務経験1年を含む必要あり）

第１次検定 第２次検定 ※1

19歳以上
（当該年度末時点）

１次検定合格後の
特定実務経験※２(1年)を含む
実務経験３年

等

※1 実務経験について、１次検定合格後、
・特定実務経験(1年)を含む実務経験の場合は３年
・監理技術者補佐としての実務経験の場合は１年
・その他の実務経験の場合は５年

その他の受検資格等については、次ページ以降参照
令和10年度までの間は改正前の受検資格にて受検可能

※2 特定実務経験とは、請負金額4,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上の
建設工事において、監理技術者・主任技術者（監理技術者資格者証を有する
者に限る）の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として 行った経験

（改正前）

○２級の受検資格

（改正後）（改正前）

※3 1次検定合格後の実務経験について、機械種目の場合は２年
その他の受検資格等については、次ページ以降参照
令和10年度までの間は改正前の受検資格にて受検可能
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

５ . 建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム
（ Ｃ Ｃ Ｕ Ｓ ） 他

68

○ 「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験の客観
的な評価を通じた技能者の適切な処遇や現場管理につなげる仕組み

○ これにより、①若い世代がキャリアパスの見通しをもてる、②技能・経験に応じて処遇を改善する、③技能
者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す

○ システムは、日建連、全建、建専連、全建総連など、業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進

建設キャリアアップシステムの概要

技能者にカードを交付

現場の登録と技能者のカードタッチ

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入等

技能者情報等の事前登録

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等

※システム運営：（一財）建設業振興基金＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場入場の際にカードタッチで履歴を蓄積

ピッ！

◎ 現場を支える技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇され、働き続けられる環境づくり （働き方改革）
◎ データ連携等を通じた効率的な現場管理 （生産性向上）

→ 建設業が「地域の守り手」として将来にわたり持続的な役割を担っていくために必要

技能レベルのステップアップ

【現場情報】
・現場名、工事の内容
・下請の施工体制
・下請の技能者の配置状況 等

現場管理での活用

元請が工事を登録し、現場にカードリーダーを設置

社会保険加入の確認や施工体制台帳とのデータ連携 など
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建設キャリアアップシステムの利用状況（2023年9月末）

技能者の登録数

事業者の登録数

就業履歴数

128.4万人が登録

※労働力調査（R4）における建設業技能者数：302万人

24万社が登録

※うち一人親方は7.9万社

現場での利用は増加傾向
累積就業履歴数 10,000万突破

※9月は467万履歴を蓄積

出所：建設業振興基金データより国土交通省
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国交省CCUSポータルサイトで各種支援や取組を一元的に情報発信

建設キャリアアップシステムによる技能者の処遇改善
～システムへの登録と利用促進、処遇改善への行程～

STEP１ STEP３

技能者の入職･定着促進

技能者の技能・経験の評価

新３Ｋの実現
（給料･休日･希望）

◎求人・求職活動との連携
◎公共工事における企業評価
◎機器設置等に対する助成制度

◎技能者のCCUSレベルに応じた
手当て支給の促進

◎施工能力等の見える化評価
◎建設人材育成企業の顕彰
◎賃金改善に係る助成金制度

◎CCUS情報発信・理解促進
・CCUSサテライト説明会
・CCUS認定アドバイザー等

◎登録のサポート体制
・認定登録機関 等

◎公共工事における企業評価
（総合評価やモデル工事での加点）

◎経営事項審査における加点評価
◎外国人就労現場における利用推進

◎週休２日の推進への活用
（公共発注者による利活用）

◎カードタッチ等のポイント還元
◎退職金(建退共)制度との連携

◎現場ニーズに応じたツール多様化
（携帯電話やスマホ顔認証）

◎各種資格情報の効率的な確認
◎現場管理の効率化・安全書類等と

のデータ連携

◎技能者の技能・経験に応じた賃金
・標準見積書の活用による労務費等の見積り
（技能者の技能・地位に応じた見積りの促進）

・元請による見積り尊重と請負価額の適正

STEP２

建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会のもと官民一体で推進

「技能者の処遇改善」
（技能者の賃金上昇が労務単価の上昇として反映）

「明確なキャリアパス」
「人材を雇用する企業が伸びる環境」
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【技能者の能力評価】 能力評価制度の概要

＜現場での能力・経験の蓄積＞

◎ 経験 （就業日数）
◎ 知識・技能 （保有資格）
◎ マネジメント能力

（登録基幹技能者講習・職長経験）

建設キャリアアップシステムに
技能者の資格と経験を蓄積 技能者の技能レベルに応じた4段階のカードを発行

高度なマネジメント
能力を有する技能
者（登録基幹技
能者等）

職長として現場
に従事できる技
能者

中堅技能者
（一人前の技能者）

初級技能者
（見習い）

○ 建設キャリアアップシステムに登録される技能者の資格と経験について能力評価を実施しています

○ 評価は、国土交通大臣が認定した評価基準に基づき、職種ごとの能力評価実施団体が行います

※建設技能者の能力評価制度は「建設技能者の能力評価制度に関する告示」（平成31年３月29日）及び「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」に基づき実施されます

（注１） 令和３年４月以降に技能者登録を行った建設技能者の方は、能力評価を受けるためには、まず建設キャリアアップシステムの技能者登録（詳細型）を行ってあることが必要です
（注２） 評価の対象となる『就業日数』『職長・班長としての経験日数』については、建設キャリアアップシステムの利用開始前の経験について、経過的な措置として、所属事業者等による経

歴証明により確認された情報を活用することができます（経過的な措置は令和６年３月31日までに行う申請について適用されます） 72

［施工能力等の見える化評価］ 見える化評価制度の概要

基礎情報

建設業許可の有無

資本金

完成工事高

団体加入の有無 等

施工能力

建設キャリアアップカード保有者数

レベル3以上の技能者数の割合

29歳以下の割合、平均勤続年数

保有する建設機械の台数 等

コンプライアンス

社会保険加入の有無

処分歴の有無

コンプライアンス確保の取組 等

○ 建設キャリアアップシステムに登録・蓄積される情報や技能者の能力評価を活用し、専門工事企業の施工能力等を「見える化」

○ 技能者を雇用・育成する専門工事企業が、発注者や元請、ハローワーク等に情報発信し、受注機会や入職者確保につなげる

【見える化の項目と評価内容】

・業種ごとに選択評価内容の追加も可能

職種 ・・・・・・・・

基礎情報

施工能力

コンプライアンス

【評価結果】評価を受けた職種について
☆～☆☆☆☆の4段階で評価

（見える化ロゴマーク・バナー）

73



【ＵＲ都市機構】
Ｒ３年度から原則全ての新規建設工事で推奨モデル

工事を実施 （R３年度は20件程度）。

【水資源機構】
R３年度に本社契約の土木一式工事で義務化モデル

工事を１件実施。その他の本社契約の土木一式工事を
推奨モデル工事として原則実施。

【NEXCO西日本】
R３年度から義務化モデル工事を実施。

【NEXCO東日本】
R３年度に義務化モデル工事を１件実施。

【鉄建機構】
R３年度から義務化モデル工事及び推奨モデル

工事を実施。

【土木工事】
○ CCUS義務化・活用推奨モデル工事

（義務化：全国で６４件（Ｒ３年度契約） ）
（活用推奨：全国で１６件 （Ｒ３年度契約） ）

※カードリーダー設置費用、現場利用料（カードタッチ費用）
について実績に基づき発注者が負担（すべてのモデル工事）

○ 地元業界の理解がある３３都府県において、
直轄Cランク工事でもモデル工事を試行

○ 農水省も、WTO対象一般土木で、R5.1以降の入札
公告分から、モデル工事を試行

【営繕工事】
○ CCUS活用推奨モデル営繕工事

（全国で２７件（R３年度契約） ）※予定を含む

【港湾・空港工事】
○ CCUS活用モデル工事

（全国で４７件（R３年度契約） ）※２月までの実績

○元請による現場利用（現場登録）は、公共・民間工事とも広がり。元請ゼネコンの事業者登録も、規模の大きな企業を中心に進展

元請によるＣＣＵＳ現場利用の推進

CCUSが利用された現場数※ （現場登録数、R３年度実績）

元請による現場利用等の状況

※ ハウスメーカー（民間工事を中心に7,000現場弱の登録実績）は除く。
※※団体未加盟事業者・設備工事業者・専門工事業者等

公共工事におけるCCUS現場利用の促進

国直轄工事 独法・特殊会社地方公共団体

○元請の現場利用促進のため、国直轄工事をはじめ、都道府県や独法等による公共工事でモデル工事等が拡大～～～

※元請建設業団体（全建・日建連・全中建）加盟企業。ただし全中建企業は未精査。R4.3末現在

元請総合工事企業※による事業者登録の状況
元請完工高

３００億円以上
元請完工高

１０～３００億円
元請完工高
１０億未満

完工高計
１５．３兆円

完工高計
９．２兆円

完工高計
３．８兆円

登録率 98％
（92社／100社）

登録率 67％
（1,633社／2,744社）

登録率 39％
（4,294社／15,097社）

元請の企業規模(完工高)別でみたCCUS利用現場数※ （現場登録数、R３年度実績）

公共工事(46%) 民間工事(54%)

国 都道府県 市区町村 その他公共 民間

1183           3,262                2,035                   4,018                                                               12,291

元請完工高3000億超 300億超 30億超 10億以下 その他※※

5,461 5,863                                      4,274                   1,993                        5,198

（件数）

（件数）

■導入済
■検討中

○ ３９道府県が企業評価等を導入、
他の全ての都県も検討を表明

・工事評定による加点は２１道府県
・総合評価による加点は１８府県
・カードリーダー等費用補助は１５道県
が導入済（重複あり）

○ 政令市は１５市で導入

※第2回を実施中の
ブロック別CCUS連絡会議等を通じ
都道府県・政令市・地元業界団体
と連携し、導入を推進
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＜試算条件＞ • CCUSレベル別年収は、令和4年度公共事業労務費調査の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成
• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「上位」の値は上位15%程度、「中位」の値は平均、「下位」の値は下位15%程度の全国の年収相当として作成 （必ずしも「上位」が都市部、「下位」が地方の年収相当を表すものではない）

• 「分野別でのレベル別年収の試算例」では、最新の国勢調査における技能者数が多い10分野を記載

能力評価分野
レベル4

（中位～上位）
能力評価分野

レベル4
（中位～上位）

電気工事 6,250,000円 ～ 7,690,000円 型 枠 7,080,000円 ～ 8,630,000円

建設塗装 7,030,000円 ～ 8,580,000円 配 管 6,120,000円 ～ 7,540,000円

左 官 6,760,000円 ～ 8,250,000円 と び 6,970,000円 ～ 8,510,000円

機械土工 7,120,000円 ～ 8,900,000円 建築大工 6,940,000円 ～ 8,470,000円

鉄 筋 6,960,000円 ～ 8,490,000円 土 工 6,790,000円 ～ 8,490,000円

全 国 （ 公 表 ３ ２ 分 野 ）（年収）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価
が賃金として行き渡った場合に考えられるレベル別年収を試算し、公表。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通し
を持てる産業を目指す。
※別途、中央建設業審議会・社会資本整備審議会 基本問題小委員会において、適切な労務費の確保等に関する制度改正についても検討

分野別でのレベル別年収の試算例

レベル1
（下位～中位）

レベル2
（中位）

レベル3
（中位）

レベル4
（中位～上位）

3,740,000 ～ 5,010,000円 5,690,000円 6,280,000円 7,070,000 ～ 8,770,000円

本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

「上位」は上位15%程度の賃金水準であり、最上値ではない。

ＣＣＵＳレベル別年収の概要
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CCUSの能力評価等を反映した手当支給

○ 能力評価等を独自の手当てに反映する取組を、50社超の元請が実施・検討。優良事例について水平展開を継続。
○ 技能者への手当は、下請企業から支払われるもの、元請企業から直接支払われるものいずれも労務単価に反映。

西松建設

富士ピー・エス

新谷建設

鴻池組

青木あすなろ建設

五洋建設

鹿島建設

東洋建設

矢作建設工業

奥村組

東急建設

ＣＣＵＳレベル別の優良技能者制度（協力会対象）を実施。青：500円、銀：1,000円、金：2,000円、（うち特に模範となる方：3,000円/日）。

FPSマイスター制度（協力会等対象）にCCUSレベルを反映。銀：1万円/月、金：1.5万円/月（うちPC工事基幹技能者他要件充足：2万円/月）。

CCUSの金カード保有者に対し、手当日額200円を支給。カード色別手当の導入についても検討中。

R3.4より、マイスター制度においてCCUS登録を条件化し、報奨金2,000円/日を支給。今後能力種別による金額の差をつけることを検討する予定。

独自の労務費補正制度（休日取得目標を達成した場合、労務費を5～10％割増補正払い）の出勤確認にCCUS履歴を利用可能に。

職長制度・報奨金制度の前提。民間工事において半額負担としていた建退共掛金を、CCUS登録技能者については全額負担。

職長マスターの手当2,000円/日。金カード保有の職長マスターに対して、手当の増額を検討。

CCUSランク、自社現場従事期間、保有資格を基準とした優良職長制度（３ランクを設定）の導入を検討中。

民間の鉄道軌道工事に従事する協力会社を対象に、CCUS登録技能者については、建退共掛金の全額負担を予定。

現場・エリアマイスターはカード保有者、スーパーマイスターは銀以上を条件に。手当額：現場1,000円、エリア2,000円、スーパー3,000円/日。

CCUSを東急建設マイスター制度の認定要件に（認定一時金10万円、手当2,000円/日）。現時点では手当一律、レベル別手当は検討中。

【活用検討中】：安藤ハザマ、大林道路、オリエンタル白石、川田工業、公成建設、ショーボンド建設、大成ロテック、大豊建設、東鉄工業、南海辰村建設、ＮＩＰＰＯ、ピーエス三菱、
福田組、藤木工務店、不二建設、不動テトラ、前田建設工業、増岡組、松井建設、松尾工務店、宮坂建設工業、宮地エンジニアリング、森本組、守谷商会、山田組、りんかい日産
建設 等

三井住友建設 コンストラクション・マイスター制度の認定条件にＣＣＵＳ登録を追加。CCUS登録技能者について、民間工事含め建退共掛金の全額負担を予定。

（R5.4現在、国土交通省調べ）

ヤマウラ CCUSカード色別の昇給要件の導入を検討。

【各社優良職長制度における要件化】：淺沼組、大林組、大林道路、熊谷組、佐藤工業、大成建設、大日本土木、東亜建設工業、戸田建設、飛島建設、中山組、日本国土開発、
橋本店、長谷工コーポレーション、フジタ、馬淵建設 等

※ 特記なき手当は日額

清水建設 CCUSの金カード保有を優良技能者手当支給の要件に。CCUS登録技能者の民間工事を含めた建退共掛金を全額負担。

竹中工務店 CCUSカードの保有を優良技能者の条件に。民間工事においてCCUS登録を条件として建退共掛金を全額負担。

村本建設 評価制度をCCUSのレベル基準へと転換。青以下：2,000円（R4.11から）、銀：3,000円、金：3,500円/日。R5.6より推薦要件化も検討。
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建設工事から発生する土の搬出先の明確化等

盛土をめぐる現状

○静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、土石流が発生
→ 甚大な人的・物的被害（令和３年７月）

○盛土の総点検において、全国で約３.６万箇所を目視等に
より点検(令和４年３月) 廃棄された土石の崩落

軽傷者1名、県道通行止め
廃棄された土石の崩落
死者１名、重傷者1名、
家屋被害1棟

R3.7 静岡県熱海市 Ｈ21.7 広島県東広島市

R3.6 千葉県多古町

死者２８名、住宅被害９８棟

盛土による災害の防止に関する検討会 提言（令和３年12月24日） ＜抜粋＞

○ 建設発生土について、全ての公共工事発注者に指定
利用等※の原則実施を要請

※工事の発注段階で搬出先を指定する等

○ 発注者に対し、契約締結時における適切な処理費用
負担や、予期せぬ費用増が生じた場合には追加負担
について受注者と適切に協議することを要請

○ 継続的に大規模な建設工事を発注している民間発注
者については、指定利用等の実施や、それが困難な
場合でも元請業者により適正処理が行われることを
確認するよう求める

○ 民間工事も含めた取組として、資源有効利用促進法
の計画制度を強化し、元請業者に対し、事前に搬出
先が適正であることを確認させることや、実際にそ
こに搬出されたことを受領書で確認させる仕組みを
構築

【基本的考え方】

○危険な盛土造成等を規制するための全国一律のルー
ル（新たな法制度）を創設し、規制を強化していく
べき。

○廃棄物が混じっていない土は、自然由来のものであ
り、適切に活用し、又は自然に還していくべきもの

○新たな法制度の創設と併せ、建設現場から搬出され
る土についても搬出先の適正を確保するための方策
を講じることが重要。

○有効利用されている実態を踏まえると、搬出先の適
正確保と有効利用を一体的に図る仕組みが効果的

○発注者側における取組については、まずは国が率先
して取り組むことはもとより、地方公共団体や民間
発注者についても、これまで以上に積極的な役割を
果たすことが求められる。

危険な盛土等の発生を防止するための仕組み 建設工事から発生する土の搬出先の明確化等建設工事から発生する土の搬出先の明確化等
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建設工事から発生する土の搬出先の明確化等

建設発生土

廃棄物 ・・・廃掃法に基づき適正に処理

廃棄物を分別した土

資源有効利用促進法※
に基づき再生資源として利用

指定利用等の徹底
○ 全ての公共工事発注者に指定利用等の原則実施を要請 ⇒  処分費の積算への計上を徹底

○ 継続的に大規模な建設工事を発注している民間工事発注者には、指定利用等の実施や、
それが困難な場合でも元請業者により適正処理が行われることを確認するよう求める

【指定利用等の取組状況】

分
別

建設工事から発生する土

※資源有効利用促進法は、使用済物品や副産物（建設発生土も対象）の発生抑制及び再生資源等の利用促進に関して所要の措置を講じるもの。

廃棄物混じり土建設工事から
発生する土 他工事利用

残土処分場

建設発生土の計画制度の強化
【現行制度】資源有効利用促進法により元請業者に対し、搬出先(他の工事現場、残土処分場等)等

を記載した再生資源利用促進計画書の作成・保存を義務付け

○ 計画書の作成対象工事の拡大（土砂1,000㎥ →500㎥）、保存期間の延長（１年→５年） 、
発注者への報告と建設現場への掲示を義務化【省令改正：R4.9.2公布、R5.1.1施行】

※併せて事業所等への立入検査等の対象事業者を拡大し、チェック機能を強化
【政令改正：R4.8.30閣議決定、R4.9.2公布、R5.1.1施行】

○ 搬出先の盛土規制法の許可の事前確認及び搬出後の土砂受領書等の確認を義務化
【省令改正：盛土規制法の施行に合わせ施行(R5.5.26) 】

ストックヤード運営事業者の登録制度の創設により、ストックヤードからの搬出先を明確化
【告示：盛土規制法の施行に合わせ施行(R5.5.26) 】

他工事利用
請負会社 ：●●株式会社
工事所在地：●●市●●町●●
建設発生土：●●●● ㎥
搬出先 ：●●工事 ●●● ㎥

●●処分場 ●●● ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ ：・・・・・・・・・・
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ： ・・・・・・・・
木材 ：・・・・・・・・・・

計画書

【再生資源利用促進計画書】
（イメージ）

国 ：99％
都道府県：88％ 政令市：77％
市区町村(政令市除く)    ：69％

○ 厳格な盛土許可制 ○ 不法盛土の監視強化（許可地一覧の公表・現地掲示）
○ 盛土許可違反の建設業者への処分

新たな法制度等
（盛土規制法等）

・・・

※写真はイメージ

※H30建設副産物実態調査結果(土量ベース）
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建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、中央
（国土交通本省）と各都道府県に置かれています。

工事の雨漏りなどの欠陥（瑕疵）があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといっ
た建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの
専門的な知識が必要となることが少なくありません。

建設工事紛争審査会（以下「審査会」といいます。）はこうした建設工事の請負契約に関する紛争に
ついて、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建
設業法に基づいて設置された公的機関です。 （建設業法第２５条）

（注） ① 審査会は、建設業者を指導・監督したり技術的な鑑定を行う
機関ではありません。

② 不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に
伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争
などは取り扱うこととができません。

建設工事紛争審査会事務局（東北地方整備局管内）

審査会名 担当部局 住所 電話番号

中央
国土交通省不動産・建設経済局
建設業課紛争調整官室

〒100-8918 東京都干代田区霞ヶ関2-1-3 03-5253-8111（内24764）

青森県
県土整備部監理課
建設業振興グループ

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 017-734-9640（直）

岩手県
県土整備部建設技術復興課
建設業振興担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 019-629-5943（直）

宮城県
土木部事業管理課
建設業振興・指導班

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 022-211-3116（直）

秋田県 建設部建設政策課 建設業班 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1-1 018-860-2425（直）

山形県 県土整備部建設企画課 〒990-8570 山形県山形市松波ニ丁目8-1 023-630-2402（直）

福島県 土木部技術管理課 建設産業室 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7452（直）
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駆け込みホットライン（Ｈ１９年４月～）
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建設業フォローアップ相談ダイヤル（Ｈ２７年３月～）

発注者には言いにくいことや、公共工事の施工現場で事業者が直面
する困難な実態などについて、元請事業者、下請事業者など様々な立
場の事業者から現場の生の声を聴かせていただくことを目的に開設
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建設業取引適正化センター（Ｈ２１年７月～）

元請・下請間の取引で「困ったことが起きたが、どうしたら良いかわからな
い」という方には、その解決方法をアドバイスし、「どこに相談したら良い
かわからない」という方には、相談先である関係行政機関、紛争処理機
関等を紹介
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建設業法令遵守に関する説明動画の紹介
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